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平成３０年第２回定例会（９月議会）

福祉環境委員会（分科会）会議録
書記 斉 藤 昂 太 録

招集年月日時 平成３０年９月１０日（月曜日）

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 福祉環境委員会室

本定例会（９月議会）における案件（委員会）

１ 議案第１７４号

秋田県社会福祉会館条例の一部を改正する条例

案

２ 議案第１７５号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例案

３ 議案第１７６号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案

４ 議案第１７７号

秋田県介護医療院の施設に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案

５ 議案第１７８号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

６ 議案第１８２号

財産の出資について

７ 議案第１８３号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の定款の変

更について

８ 請願第２１号

乳がんに関する項目を健康診断に付加すること

を求める請願について

９ 請願第５０号

乳がん診断の項目を健康診断に付加することを

求める請願について

10 陳情第１３号の２２

地域医療の充実強化について

11 陳情第１３号の２３

豪雪地域に対する支援の継続と拡充について

12 陳情第１３号の２４

再生可能エネルギーの推進における環境への配

慮について

13 意見書案（議員提出）

水道事業の基盤強化に対する支援の充実・強化

を求める意見書案

14 付託案件以外の所管事項

本定例会（９月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１６７号

平成３０年度秋田県一般会計補正予算（第３

号）（健康福祉部及び生活環境部の関係部門）

２ 議案第１６９号

平成３０年度地方独立行政法人秋田県立病院機

構施設整備等貸付金特別会計補正予算（第１号）

３ 議案第１７０号

平成３０年度秋田県国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）

平成３０年９月１０日（月曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 審査日程

３ 健康福祉部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 三 浦 茂 人

副委員長 今 川 雄 策

委 員 鈴 木 洋 一

委 員 鶴 田 有 司

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 吉 方 清 彦

委 員 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 斉 藤 昂 太

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

健康福祉部福祉政策課 武 藤 泉

生活環境部県民生活課 山 中 公 伸

会 議 の 概 要

午前１０時３８分 開会

出席委員

委 員 長 三 浦 茂 人

副委員長 今 川 雄 策

委 員 鈴 木 洋 一

委 員 鶴 田 有 司

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 吉 方 清 彦

委 員 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 保 坂 学

健康福祉部健康医療技監 諸 冨 伸 夫
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健康福祉部次長 須 田 広 悦

健康福祉部次長 佐々木 薫

健康福祉部参事 伊 藤 善 信

健康福祉部参事（兼）福祉政策課長

小 柳 公 成

生活環境部長 高 橋 修

生活環境部次長 杉 山 徹

生活環境部次長 柳 田 高 人

生活環境部参事 佐 藤 利 広

生活環境部参事（兼）県民生活課長

高 橋 博 英

生活環境部参事（兼）自然保護課長

高 松 武 彦

委員長

ただいまから、福祉環境委員会を開会いたします。

本日の委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。

第２回定例会９月議会を通しての会議録署名員に

は、鶴田委員、沼谷委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しておりま

すので、これらをごらんの上、御意見をお願いしま

す。

なお、審査日程案では９月２０日及び２１日に健

康福祉部関係、２５日に生活環境部関係を審査する

予定となっておりますが、審査の進捗状況によって

は、審査日程からずれることがあり得ることを、あ

らかじめ御承知おきください。

審査日程案について、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおりとすることに決定され

ました。

ここで、準備のため暫時休憩します。

午前１０時３９分 休憩

午前１０時４０分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

健康福祉部長 保 坂 学

健康福祉部健康医療技監 諸 冨 伸 夫

健康福祉部次長 須 田 広 悦

健康福祉部次長 佐々木 薫

健康福祉部参事 伊 藤 善 信

健康福祉部参事（兼）福祉政策課長

小 柳 公 成

障害福祉課長 高 橋 直 樹

保健・疾病対策課長 工 藤 聖 子

医務薬事課長 伊 藤 淳 一

委員長

委員会を再開します。

それでは、健康福祉部関係の所管事項に関する審

査を行います。

初めに、平成２７年度毒物劇物取扱者試験におけ

る出題誤りについて執行部から発言を求められてお

りますので、これを許可します。

健康福祉部長

このたび、平成２７年度に実施しました毒物劇物

取扱者試験において出題した問題の一部に誤りがあ

ったことが明らかになり、１名を追加合格にする措

置を講じました。追加合格者となった方を初め、受

験者や関係者の方々に多大な御迷惑をお掛けしまし

たことと、また県民の行政に対する信頼を損ねまし

たことにつきまして、深くお詫び申し上げます。今

後、問題作成、チェック体制の見直しを含めた検討

を行い、再発防止に向けて万全を期してまいりたい

と思っております。誠に申し訳ございませんでした。

医務薬事課長

【当日配付資料「平成２７年度毒物劇物取扱者試

験における出題誤りについて」により説明】

委員長

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

このような試験は、必ず県が実施しなければなら

ないのですか。ほかの都道府県では第三者的な機関

が実施しているのではないですか。

医務薬事課長

この試験に関しては、外部への委託はできない仕

組みになっております。基本的に各都道府県が単独

で実施していますが、地域によってはブロック単位

で共同実施している例もあります。そういった事例

を踏まえて、例えば複数県共同で問題を作成するこ

とができないかといったことなどについて、これか

ら考えていきたいと思っております。

加藤鉱一委員（分科員）

同じ資格の試験ですから、別に秋田県が独自に実

施しなくても、どこかと持ち回りで実施してもいい

のではないかと感じます。それこそ行政改革になる

のではないですか。これは意見です。
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吉方清彦委員（分科員）

答案用紙は何年ぐらい資料として残しておくので

すか。

医務薬事課長

広報広聴課で閲覧用の問題を公開しております。

平成８年度以降の問題を公開用として提供しており

ます。

吉方清彦委員（分科員）

問題は公開されるでしょうが 採点が間違って

いたことがわかる資料として答案用紙が残っていた

のでしょう。答案用紙はどれぐらいの期間保管する

のですか。

医務薬事課長

文書事務上、資料が手元にないので、保存期間が

何年になっているかすぐにお答えできませんが

保存期間の範囲内であれば保管することになろうと

思います。

吉方清彦委員（分科員）

幸い答案用紙が残っていて良かったですが、もし

残っていなかった場合は、どのような対応をしてい

たと想定されますか。

医務薬事課長

文書の保存期間を過ぎており、文書がなければ、

検証できないことになると思います。ただ、県の様

々な公文書を引き継ぐ公文書館に保管されていて、

そこで確認ができれば、資料ごとに検証することが

できる場合があると思います。

吉方清彦委員（分科員）

今回はたまたま答案用紙が残っていて、本当に良

かったのですが、もし残っていなかったら、全員に

２点ずつ足していくなどといった対応をするしかな

かったのでしょうか。

医務薬事課長

公文書が保管されていなければ、個々人の点数が

分からない場合もありますので、対応がなかなか難

しくなっていたと思います。

各県が行っている毒物劇物取扱者試験の問題を集

めて出版している出版社があり、過去に出題誤りが

あった場合は、その出版社からの指摘により、試験

実施から大体１年以内に問題が発覚する場合が多か

ったと思います。

吉方清彦委員（分科員）

毒物劇物取扱者試験に限らず、いろいろな試験を

実施していると思いますが、文書の保存期間は統一

されているのですか。

医務薬事課長

文書の保存期間に関する資料が手元にないので分

かりませんが、恐らく試験として統一されていると

思います。

沼谷純委員（分科員）

今後の対応についてお聞きします。先ほど、他県

との共同実施という話がありましたが、他県との調

整等々も必要ですから、そう簡単にはいかないので

はないかと思います。そうなると当面は、チェック

をより慎重に行うという対応の仕方になると思うの

ですが、問題を作成している５名の方々の人選や仕

事の分担の仕方等も含めて、すぐに取りかかれる業

務の見直しとして、どういったことを考えているの

ですか。

医務薬事課長

今年度に関しては、今までどおりの体制で実施し

ようと考えております。昨年もそうでしたが、全く

の素人の視点から 私自身も素人ですが 確認

を行ったりしておりますので、そういった部分につ

いて、今年はそれぞれの担当者の意識を高めて

集中力を上げて対応していきたいと思っております。

沼谷純委員（分科員）

この５名は秋田県職員の方々ですか。

医務薬事課長

秋田県職員です。（※３ページで発言訂正あり）

沼谷純委員（分科員）

チェック専任職員も同じ秋田県職員で、同じグル

ープというか、班などに所属しているのですか。

医務薬事課長

出題する問題を作成している方々の中には、名前

は非公表ですが、秋田県職員以外の方や学校の先生

も含まれております。チェック専任職員は秋田県職

員です。（※３ページの発言を訂正）

沼谷純委員（分科員）

集中力を上げて確認するとのことですが 専任

の職員の方でも気づけなかったとすれば、目前の改

善策として、チェックの仕方をもう少し強化するよ

うな方策に取りかかってくださるようお願いします。

医務薬事課長

沼谷委員の御指摘を踏まえて、体制強化を含めた

チェック強化の方策を考えて、今年度実施していき

たいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

チェックを行うのは秋田県職員との答弁がありま

した。私は秋田県職員の知識のほどはよく分からな

いのですが、知識が豊富でないとチェックはできな

いのではないですか。集中力を高めても知識がなけ

れば、こういう専門的なことのチェックはできない

のではないですか。はっきり言って、私にはこの問

題はよく分からないです。集中力を高めるという言

い方はちょっとおかしいのではないですか。

医務薬事課長

薬剤師や、大学の理学部などで応用化学に関する

学課を修了した方は、毒物劇物取扱者試験に合格す

ることなく、毒物劇物取扱責任者となれます。出題
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する問題の作成者の中にも秋田県職員がおりますが、

基本的に薬剤師の免許を持っている職員です。また、

先ほど述べた学校の先生は、もちろん化学が専門の

方です。チェック専任職員も、基本的に薬剤師の免

許を持つ職員ですから、出題される内容について精

通していると考えております。逆に精通しているが

ゆえに、今回の誤りが見つかった問題に関しては、

１番、３番、４番が還元反応で、２番が酸化反応だ

と直観的に見てしまって、反応式の誤りに気づかな

かったという事情があると思いますので、そういっ

たところも含めてチェック体制を強化していきたい

と思います。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

次に、北海道胆振地方中東部を震源とする地震被

災地への医療支援チームの派遣について執行部から

発言を求められておりますので、これを許可します。

健康福祉部次長（佐々木）

【当日配付資料「北海道胆振地方中東部を震源と

する地震被災地への医療支援チームの派遣につい

て」により説明】

委員長

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

特にございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で、健康福祉部関係の所管事項に関する質疑

を終了します。

本日はこれをもって散会し、９月２０日、木曜日、

予算特別委員会終了後に委員会及び分科会を開き、

健康福祉部関係の審査を行います。

散会します。

午前１１時１分 散会
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平成３０年９月２０日（木曜日）

本日の会議案件

１ 分科会会議録署名員の指名

２ 請願第２１号

乳がん検診に関する項目を健康診断に付加する

ことを求める請願について （取り下げを許可）

３ 議案第１６７号

平成３０年度秋田県一般会計補正予算（第３

号）（健康福祉部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

４ 議案第１６９号

平成３０年度地方独立行政法人秋田県立病院機

構施設整備等貸付金特別会計補正予算（第１号）

（趣旨説明・質疑）

５ 議案第１７０号

平成３０年度秋田県国民健康保険特別会計補正

予算（第２号） （趣旨説明・質疑）

６ 議案第１７４号

秋田県社会福祉会館条例の一部を改正する条例

案 （趣旨説明・質疑）

７ 議案第１７５号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例案 （趣旨説明・質疑）

８ 議案第１７６号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

９ 議案第１７７号

秋田県介護医療院の施設に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

10 議案第１７８号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

11 議案第１８２号

財産の出資について （趣旨説明・質疑）

12 議案第１８３号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の定款の変

更について （趣旨説明・質疑）

13 請願第５０号

乳がん診断の項目を健康診断に付加することを

求める請願について （現況説明・質疑）

14 陳情第１３号の２２

地域医療の充実強化について （質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 斉 藤 昂 太

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

健康福祉部福祉政策課 武 藤 泉

生活環境部県民生活課 山 中 公 伸

会 議 の 概 要

午後２時１６分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 保 坂 学

健康福祉部健康医療技監 諸 冨 伸 夫

健康福祉部次長 須 田 広 悦

健康福祉部次長 佐々木 薫

健康福祉部参事 伊 藤 善 信

健康福祉部参事（兼）福祉政策課長

小 柳 公 成

地域・家庭福祉課長 佐 藤 徳 雄

長寿社会課長 奈 良 滋

国保・医療指導室長 松 井 祐 子

障害福祉課長 高 橋 直 樹

健康づくり推進課長 畠 山 賢 也

保健・疾病対策課長 工 藤 聖 子

医務薬事課長 伊 藤 淳 一

医師確保対策室長 小 沢 隆 之

委員長（会長）

ただいまから、福祉環境委員会及び予算特別委員

会福祉環境分科会を開きます。

本日の委員会及び分科会を開きます。
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初めに、分科会会議録署名員を指名します。

第２回定例会９月議会を通しての分科会会議録署

名員には、鶴田分科員、沼谷分科員を指名します。

次に、請願の取り下げについてお諮りします。

【書記、請願取下申出書の写しを配付】

委員長（会長）

請願第２１号「乳がんに関する項目を健康診断に

付加することを求める請願について」は、提出者か

ら取り下げの申し出がなされておりますが、これを

許可することにして御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

御異議ないものと認めます。

請願第２１号の取り下げは、許可することに決定

されました。

その旨、議長に報告します。

次に、健康福祉部関係の議案に関する審査を行い

ます。

議案第１７４号、議案第１７５号、議案第１７６

号、議案第１７７号、議案第１７８号、議案第

１８２号及び議案第１８３号を一括議題とします。

また、分科会では、議案第１６７号のうち、健康

福祉部に関係する部門、議案第１６９号及び議案第

１７０号の審査を行います。

健康福祉部長の説明を求めます。

健康福祉部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

次に、関係課長等の説明を求めます。

参事（兼）福祉政策課長

【補正予算内容説明書により説明】

地域・家庭福祉課長

【議案〔３〕及び提出資料により説明】

長寿社会課長

【議案〔３〕及び提出資料により説明】

国保・医療指導室長

【議案〔１〕、議案〔２〕、補正予算内容説明書

及び提出資料により説明】

障害福祉課長

【補正予算内容説明書により説明】

健康づくり推進課長

【補正予算内容説明書により説明】

医務薬事課長

【議案〔３〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課室一括して行います。

鶴田有司委員（分科員）

社会福祉会館（秋田県社会福祉会館）の合同研修

室と調理実習室の貸し出しを１１月１日から始める

のは、９月議会が終わってから最短のタイミングと

いう意味ですか。あるいは、調理実習室は全く使っ

ていなかったとのことですから、幾らか掃除をする

からですか。調理に使用するということであれば、

全く使っていなかった施設だと、安全面は大丈夫か

という心配があるのですが、いかがですか。

地域・家庭福祉課長

全く使っていなかったわけではなくて、使用頻度

がかなり低かったということです。

貸し出しを１１月１日から開始する理由について

は、料金表を新しく作ったり、ホームページでの周

知を行ったりするため、一定の準備期間が必要なこ

とから、開始期日を１１月１日に設定しております。

鶴田有司委員（分科員）

９階、１０階の会議室等は既に貸し出していると

のことですから特別問題はないと思うのですが、７

階、８階の研修室等については、今後新たに貸し出

すことになるので、ある程度 既に問い合わせが

来ているのかもしれませんが 一般に周知する必

要があると思いますが、どのような手段を考えてい

るのですか。

地域・家庭福祉課長

ホームページなどでの広報を行うことになると思

います。また、県社協（社会福祉法人秋田県社会福

祉協議会）が広報誌を発行しておりますので、そう

いった媒体でも周知を図っていきたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

合同研修室の使用料設定等について教えてくださ

い。使用料設定は、午前９時から正午までが

２,７００円、午後１時から午後５時までは

３,６００円となっていて、近隣の類似施設を参考

に算定したとのことですが、例えばエリアなかいち

（秋田駅前のエリアなかいちにある秋田市にぎわい

交流館ＡＵ（あう）のこと）やセンタース（秋田市

中央市民サービスセンターの愛称）などの類似の公

共施設の研修室は、どのような使用料設定になって

いるのですか。

地域・家庭福祉課長

社会福祉会館の合同研修室は、机と椅子が固定さ

れておりまして、そのような構造も含めて類似して

いる近隣の施設と比較しております。比較した施設

は秋田県立大学（公立大学法人秋田県立大学）、国

際教養大学（公立大学法人国際教養大学）、秋田大

学（国立大学法人秋田大学）、ノースアジア大学

（学校法人ノースアジア大学）ですが、このうち国

際教養大学については、社会福祉会館の収容人員が

１１７名なのに対し、２９名とかなり少ないため、

使用料算定における比較対象からは外しております。
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収容人員を加味した１時間当たりの使用料単価を算

定しますと、秋田県立大学は４９４円、秋田大学は

８２５円、ノースアジア大学は１,４０４円となり

ます。その平均値をとって端数を切り捨て、社会福

祉会館における１時間当たりの使用料単価を９００

円と設定しました。

沼谷純委員（分科員）

既に貸し出しを行っている第１会議室、第２会議

室、第３会議室、第４会議室は、机と椅子が固定式

になっていないと思いますが、これらの使用料設定

はどうなっていますか。

地域・家庭福祉課長

１時間当たりの単価で、第１会議室が１,２３０

円、第２会議室も１,２３０円、第３会議室が

１,９５０円、第４会議室が１,７５０円となってお

ります。

沼谷純委員（分科員）

今の４つの会議室の使用料設定の違いは、面積の

違いによると理解していいですか。

地域・家庭福祉課長

現在貸し出しを行っている施設の使用料について

も、近隣の類似施設との比較により算定しており、

面積による違いではありません。今回は椅子と机が

固定式の講義室同士で比較し、使用料を算定してお

ります。

沼谷純委員（分科員）

第１から第４までの会議室の椅子と机は、固定式

ではなくて動かせるということですね。少々気にな

るのは、固定式であるかどうかによる使いやすさ、

使いづらさ 固定式なら片づけなくてもいいから

逆に使いやすいという場合もあるかもしれませんが

の違いがあるとはいえ、同じ建物の中で１時間

当たりの貸し出し単価が９００円から１,９００円

までと倍以上違うという点です。会議室ごとに他施

設と比較したということは説明で理解しましたが、

この建物の中での、ある種の均質化といったことに

ついては、どのように考えたのですか。

地域・家庭福祉課長

合同研修室は、これまでも貸し出していた会議室

のように自由にレイアウトして使えるものではなく、

利用方法がかなり制約されますので、そういった事

情を考慮の上、使用料を設定しました。

沼谷純委員（分科員）

第１から第４までの会議室の使用料も１,２００

円から１,９００円までと幅がありますが、最近よ

く利用されているエリアなかいちやセンタースなど

と比べると、少し高いのではないですか。

地域・家庭福祉課長

最近の状況については確認していないのですが

利用頻度が低くなってくれば考える余地があると

思いますが、一定の利用者がおりますので、使用料

は当面現行のままと考えております。

沼谷純委員（分科員）

貸し出しの時間帯については、１時間単位での貸

し出しはせずに、午前９時から正午まで、あるいは

午後１時から午後５時までといったくくりで貸し出

しをするという整理になっていると思いますが、例

えば午後３時から午後６時までと、時間帯の区分を

またいで使うとすれば、使用料はどうなるのですか。

地域・家庭福祉課長

午後３時から午後６時……。

沼谷純委員（分科員）

例えば午後３時から午後６時、あるいは午後７時

まで使用するとすれば、３,６００円プラス９００

円、更にプラス９００円となっていくように、夕方

５時以降は１時間当たりの使用料で貸す一方、日中

の午後１時から午後５時までの部分は、１時間当た

りの使用料では貸さないということでしょう。既に

貸し出しを行っている会議室も全部こういうやり方

なのですよね。

地域・家庭福祉課長

社会福祉会館の会議室については、そうです。

沼谷純委員（分科員）

今回は合同研修室と調理実習室を新たに貸し出す

ための条例改正なので、これはこれだと思いますが、

貸し出しの仕方や時間の設定などについても少し研

究してみてほしいと思います。それというのも、音

楽関係者などに多く利用されてきたジョイナス（秋

田県民会館分館ジョイナス。平成３０年５月３１日

に閉館）がなくなったため、研修や会議に使用する

場所が今後数年間は混むはずだからです。そういう

需要にも柔軟に対応できるような設定を少し研究し

てみてもらいたいと思いますが、どうですか。

地域・家庭福祉課長

会議室の使用状況なども踏まえながら研究してい

きたいと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

秋田県介護医療院の施設に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案についてですが、介護医

療院は新しい考え方による施設だと思います。今、

県内において、この介護医療院に転換するメリット

とはどのようなことですか。診療所や介護老人保健

施設が転換した場合に、そこで医療と介護が連携す

ると思います。そこの部分について、条例改正によ

るメリットというか、どのように考えたらいいのか

確か今年の２月議会で条例を制定したと思うの

ですが、どうなのですか。

長寿社会課長

平成１８年ごろからの医療保険制度改革の中で、

これまでの制度下での療養病床の利用の仕方におい
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て、医療と介護との目的上のすみ分けができていな

いのではないかという議論がずっと続いてきており

ました。その結果、介護保険適用の療養病床につい

ては、基本的になくす方向で進めることとされ、こ

れまでも介護老人保健施設への転換などの施策が進

められてきた経緯があります。

介護医療院については、昨年度の厚生労働省にお

ける療養病床の在り方についての検討に基づき、一

定の医療的ケアが必要で、かつ介護も必要な方を、

住まいの確保という観点から受け入れる施設が必要

であろうということで、新たに導入されたものです。

今後、介護療養病床から介護医療院への転換が図ら

れると見込まれるとともに、様々な経過措置もとら

れております。

加藤鉱一委員（分科員）

介護療養病床からの転換が図られるのですが、例

えば介護施設で 先日の一般質問で、今川議員で

したか、質問したのは何だったか……。

【「透析ですか」と呼ぶ者あり】

加藤鉱一委員（分科員）

人工透析です。介護施設ではなかなか人工透析を

している方を受け入れることができないとのことで

したが、介護医療院ではそういうことも一体的に行

えると考えていいですか。

長寿社会課長

介護医療院で提供する医療的ケアは、例えば経管

栄養など、基本的にそれほど高度ではない医療行為

です。介護医療院の中に設備を設置して、人工透析

を実施するといったことまでは想定されておりませ

ん。

加藤鉱一委員（分科員）

例えば、介護老人福祉施設の利用者が介護医療院

に移ることもあり得るのですか。飽くまでも介護療

養病床の転換のための条例改正ですか。

長寿社会課長

介護医療院のサービスに適した状況にある方であ

れば、例えば特別養護老人ホームから移ることも、

もちろんあり得ると思います。

加藤鉱一委員（分科員）

提出資料の改正内容の欄に、耐火建築物であるこ

とを要しないというような記述があるのですが、こ

の条例改正によって、そういう病院では必要なこと

が、転換後の介護医療院では必要なくなるというこ

とですか。

長寿社会課長

新たに介護医療院を開設する場合は当然基準を満

たす必要がありますが、転換の場合には改修が必要

となることが想定されますので、経過措置として免

除するという形をとっております。

加藤鉱一委員（分科員）

秋田県内には介護療養病床からの転換を予定して

いる施設はどのくらいあるのですか。

長寿社会課長

介護医療院への転換ということでよろしいですか。

加藤鉱一委員（分科員）

はい。

長寿社会課長

制度自体は今年の４月から始まっておりますが、

現時点では介護療養病床を持っていた施設１カ所が

介護医療院に転換しております。

加藤鉱一委員（分科員）

転換したのですか。

長寿社会課長

はい。既に転換したところが１カ所あります。

加藤鉱一委員（分科員）

法律で何年か以内に必ず転換しなければならない

と規定されているのですよね。

長寿社会課長

従来、介護療養病床は平成２９年度末までに転換

しなければならないとする方針でしたが、今回の介

護医療院の創設等も踏まえて転換の期限が６年間延

長され、平成３５年度末までに転換しなければなら

ないことになっております。

加藤鉱一委員（分科員）

提出資料の介護保険施設の比較の表を見ると、介

護医療院では利用者６人に対して看護職員１人

看護体制が６対１ということは、まるで病院のよう

ですね。かなり病院に近くなると考えていいのです

か。

長寿社会課長

介護療養病床についても、現時点で看護職員は６

対１の配置基準となっておりまして、介護医療院も

基本的には介護療養病床の考え方をそのまま引き継

いでおります。

加藤鉱一委員（分科員）

それなら、名前が変わっても介護療養病床と介護

医療院は何も変わらないのではないですか。看護職

員の配置も６対１で変わらないし 何が変わった

のですか。

長寿社会課長

本来、療養病床は医学的な処置をすることを想定

したものですが、介護医療院については、医療的な

ケアを行うとともに、みとりやターミナルケア（余

命わずかとなった人が穏やかに過ごすために行われ

る医療・看護・介護のこと）の部分に重点化したサ

ービスを提供し、要介護者の住まいとして最期まで

ずっといていただくことを想定したものです。

健康福祉部長

従来、いわゆる社会的入院 医療は施している

ものの、病院が生活の場となっているような長期入
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院の仕方をしている方々が、介護療養病床に入院し

ている場合が多かったのです。そういった状況を踏

まえた国の方針により、ふさわしいところで必要な

医療や介護を行っていくべきだとされたことにより、

社会的入院をしていた方々の一つの受け皿としてで

きたのが介護医療院です。

介護療養病床の廃止後についてですが、まず介護

医療院が一つの受け皿です。それから、サービス付

き高齢者住宅に診療所などを併設している施設も一

つの受け皿となります。若しくは在宅に移行し、介

護福祉施設のサービスや訪問診療などを利用すると

いうのも一つの在り方です。そういった受け皿によ

り、社会的入院をしていた方々を適切な生活の場に

移行させることが、この制度の趣旨です。

吉方清彦委員（分科員）

提出資料２ページの、医務薬事課の地方独立行政

法人秋田県立病院機構支援事業についてお聞きした

いのですが、増工分というのは、当初から予定して

いたわけではなく、現段階で純粋に増えたのですか。

医務薬事課長

当該工事は、既存棟と増築部分を廊下で接続した

りと様々なことを行う大規模な建物の工事ですので、

施工の中で 先ほど説明したように 基礎を造

ろうとしたところ、昔の建物のコンクリートがら

（コンクリートの破片のこと）が出てきたので処理

しなければならなくなったり、現場でサイズを合わ

せてみたところ、諸般の不都合が判明したり、ある

いはＰＥＴ（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙの略。陽電子放射断層撮

影）検査装置等の移設について原子力規制委員会と

細かく詰めていったところ、遮蔽構造を変えなけれ

ばならなくなったりと、いろいろな変更点が生じま

した。増額した部分もありますし、減額した部分も

ありますが、それらをまとめて今回補正したいとい

う趣旨です。

吉方清彦委員（分科員）

減った部分の金額はとても小さくて、増えた部分

は地中埋設物の除去に約６,５００万円など結構大

きい額です。このコンクリートがらは、今、急に発

見されて驚いているものなのか、想定の範囲内のも

のなのか、どちらですか。

医務薬事課長

増築部分には地下階がないので、地中の構造物は

基礎だけなのですが、やはり掘ってみないと地中が

実際にどうなっているか分からないという事情があ

ると思います。基礎部分の施工時に掘り進めたとこ

ろ、コンクリートがらが続々と出てきまして、そう

いったものが出てくれば産業廃棄物としてきちんと

処理しなければなりませんが、かさばるものですか

ら、処理に要する金額もかなり大きくなってしまい

ました。

吉方清彦委員（分科員）

つまり、脳研（秋田県脳血管研究センター）を造

る前からあったコンクリートがらなのですか。

医務薬事課長

脳研の建物がある場所には、昔、県立中央病院と

いう建物があったのですが、それを解体した際に、

地中の基礎部分のコンクリートは土と一体だろうと

いう判断 その当時はそう判断したのだと思いま

すが で、そのコンクリートがらをそのまま残し

たのだろうと思います。

吉方清彦委員（分科員）

今の基準から考えると相当無理な考え方だと思う

のですが、当時は合法的だったということなのでし

ょう。

法令基準への適合等で約１億７,０００万円の増

額となっていますが、これはどういったものですか。

医務薬事課長

先ほども説明しましたとおり、ＰＥＴ検査装置を

既存棟から増築部分に移行しますが、ＰＥＴは放射

線を出す材料を使いますので、原子力規制委員会と

のやりとりの中で、遮蔽のため床の厚さはどのくら

いなければならない、扉には鉛が入っていなければ

ならない、鉛の入った扉にすれば手では開けられな

いので電動にしなければならないなど、いろいろと

変更点が出てきたことが一番大きい増額要因です。

また、提出資料ではＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ

Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ Ｉｍａｇｉｎｇの略。磁気共

鳴画像法）検査装置の移設にも触れております。も

ともとＭＲＩ検査装置の移設に関する経費は移転経

費として工事費とは別に積算していたのですが、工

事を進めていく中で、工事の中で実施したほうがよ

いと判断されたことから、移転経費に計上していた

経費を工事費に移したものです。事業費トータルで

は増えていないのですが、工事費だけを見れば増額

になっております。

吉方清彦委員（分科員）

ＭＲＩの移設は費用の項目を変えた 増額分の

どれぐらいの比率を占めるかはわかりませんが

ということで理解できましたが、ＰＥＴ 放射性

物質を扱うに当たっては、当然設計の段階でそれに

要する経費は積算に入れていなければならないので

はないかと思います。何か手落ちがあったのではな

いですか。

医務薬事課長

通常の建築工事であれば建築関係の法令に従って

設計するだけだと思いますが、放射線を発するＰＥ

Ｔ検査装置に関して、事前に原子力規制委員会とや

りとりをし、設計の中に移設に係る全部の事項を盛

り込むことは、さすがにできなかったのではないか
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と思っております。

吉方清彦委員（分科員）

ＭＲＩ検査装置の移設に係る経費を工事費に持っ

てきてしまったものでごちゃまぜになっていますが、

ＰＥＴ検査装置の移設分のかかり増しは、この約１

億７,０００万円のうちのどれぐらいになりますか。

医務薬事課長

細かい内訳のリストにより説明を受けたのですが、

どこからどこまでということはなかなか言えません。

１階と２階の間の床の遮蔽構造を変えて２,０００

万円の増額、扉に鉛を入れて何千万円の増額といっ

たものが多々積み上がった金額となっております。

吉方清彦委員（分科員）

ＰＥＴ検査装置の移設分で本当にかかり増しがあ

ったとすれば、当初の予算計上の仕方というか、設

計の仕方が少々まずかったのではないかと指摘しま

す。

加藤鉱一委員（分科員）

提出資料５ページの医療提供体制整備費補助事業

の中の、ＪＣＨＯ秋田病院（独立行政法人地域医療

機能推進機構秋田病院）が補助対象になっている遠

隔医療設備整備事業について教えてください。遠隔

医療設備というからには、医療の効率や生産性を上

げるものなのだろうと思いますが、具体的にはどの

ようなものなのですか。

医務薬事課長

ＪＣＨＯ秋田病院 能代市の旧秋田社会保険病

院は、医師の主な派遣元が弘前大学（国立大学法人

弘前大学）です。手術の際など、病理医の判断を仰

がなければならないときには、今まで弘前大学から

病理医に来ていただいていたのですが、このシステ

ムを導入することによって、弘前大学にいたままで

診断を行えるようになります。

加藤鉱一委員（分科員）

正にＩＣＴを活用したすばらしい設備だと思いま

す。これがあれば医師が不足していても、ある程度

遠隔で対応できます。県内ではＪＣＨＯ秋田病院に

限らず、まだまだ需要があると考えられますが、こ

れからもこういうものを導入していく考えですか。

医務薬事課長

国の補助金を活用した事業ですから、補助対象に

該当するための一定の要件があります。また実際に

は、大学と個別の病院との関係や、手術の件数など

によって、こういったシステムが有効であるかどう

かが変わってくると思いますが、これまでも県内の

一部の病院で、同様に病理診断の遠隔サポートを受

けて手術を実施している事例がありますので、有効

な手段になっていくだろうとは思っております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で健康福祉部関係の議案に関する質疑を終了

します。

審査の途中ですが、暫時休憩します。

再開は午後３時３５分とします。

午後３時２３分 休憩

午後３時３４分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

次に、健康福祉部関係の請願の審査を行います。

配付しております「請願一覧表」により審査を行

います。

３ページをお開きください。

新規の請願であります、請願第５０号「乳がん診

断の項目を健康診断に付加することを求める請願に

ついて」を議題とします。

執行部の現況説明を求めます。

健康づくり推進課長

【請願一覧表により説明】

委員長（会長）

請願第５０号に関する質問等ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、請願についての審査を終了します。

次に、健康福祉部関係の陳情等の審査を行います。

配付しております「陳情等一覧表」により審査を

行います。

１ページをお開きください。

陳情第１３号の２２「地域医療の充実強化につい

て」を議題とします。

陳情第１３号の２２について、質問等ございませ

んか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、陳情等についての審査を終了します。

審査の途中でありますが、本日はこれをもって散

会し、明日、午前１０時から委員会及び分科会を開

き、引き続き、健康福祉部関係の審査を行います。

散会します。

午後３時３７分 散会
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平成３０年９月２１日（金曜日）

本日の会議案件

１ 健康福祉部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

２ 議案第１６７号

平成３０年度秋田県一般会計補正予算（第３

号）（生活環境部の関係部門）

（趣旨説明・質疑）

３ 陳情第１３号の２３

豪雪地域に対する支援の継続と拡充について

（質疑）

４ 陳情第１３号の２４

再生可能エネルギーの推進における環境への配

慮について （質疑）

５ 意見書案（議員提出）

水道事業の基盤強化に対する支援の充実・強化

を求める意見書案 （文案検討依頼）

６ 生活環境部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 斉 藤 昂 太

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

健康福祉部福祉政策課 武 藤 泉

生活環境部県民生活課 山 中 公 伸

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 保 坂 学

健康福祉部健康医療技監 諸 冨 伸 夫

健康福祉部次長 須 田 広 悦

健康福祉部次長 佐々木 薫

健康福祉部参事 伊 藤 善 信

健康福祉部参事（兼）福祉政策課長

小 柳 公 成

地域・家庭福祉課長 佐 藤 徳 雄

長寿社会課長 奈 良 滋

国保・医療指導室長 松 井 祐 子

障害福祉課長 高 橋 直 樹

健康づくり推進課長 畠 山 賢 也

保健・疾病対策課長 工 藤 聖 子

医務薬事課長 伊 藤 淳 一

医師確保対策室長 小 沢 隆 之

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

それでは、健康福祉部関係の所管事項に関する審

査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

健康福祉部次長（須田）

【委員会共通資料「第３セクターの平成３０年度

経営評価について」により説明】

障害福祉課長

【「平成２９年度地方独立行政法人秋田県立療育

機構の業務の実績に関する評価結果」、提出資料

「秋田県障害者差別解消条例（仮称）の検討状況

について」により説明】

健康づくり推進課長

【提出資料「受動喫煙防止対策の検討状況等につ

いて」により説明】

医務薬事課長

【「平成２９年度地方独立行政法人秋田県立病院

機構の業務の実績に関する評価結果」、提出資料

「地方独立行政法人秋田県立病院機構の第３期中

期目標（素案）」、「地域医療構想調整会議の今

後の進め方について」により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び所管事項に関する質疑を行い

ます。

質疑は、各課室一括して行います。

鶴田有司委員（分科員）

秋田県障害者差別解消条例の検討状況について質

問します。確認のため教えてもらいたいのですが、

先ほど何の説明だったか 法律よりも条例でもう
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少し強く……

【「喫煙だ、それ」と呼ぶ者あり】

鶴田有司委員（分科員）

受動喫煙防止対策のところでも先ほど似たような

説明がありましたが 障害者差別解消法（障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律）では、

個人は不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提

供の義務付けの対象外になっていますが、秋田県障

害者差別解消条例では、県民に対し、不当な差別的

取扱いの禁止を義務づけ、合理的配慮の提供を努力

義務として求めることとしています。要は法律を上

回る義務づけを条例 受動喫煙防止のほうもそう

なのですが によって行おうとしているのですが、

これは問題ないのですか。私の認識では、憲法を上

回る法律は作れない だから合区解消の問題や、

自衛隊の違憲問題などが発生しているというのは、

皆さん御存じだと思うのですが のですが、法律

を上回る条例を作るのは別に構わないのですか。こ

れは課長に聞いたらいいのか 最初だけ、部長、

いかがですか。

健康福祉部長

法律の基本的な趣旨を逸脱しないで、条例で横出

し 今回の例でいえば、規制対象を広げたり、内

容に深みを持たせたりすることは可能です。他県の

障害者差別解消条例にも、我が県が今考えているよ

うに、県民に対して障害者差別解消法以上の義務を

課している例があります。法の精神の大本を破壊し

ない限りにおいては、横出しや上積みの条例は制定

して差し支えないと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

だから、これは問題ないということですか。

健康福祉部長

問題ないということです。

鶴田有司委員（分科員）

では、それを頭に入れた上で、障害福祉課長にお

聞きしますが、どうして障害者差別解消法では個人

は義務づけ等の対象外になっているのですか。

障害福祉課長

個人については、それぞれに様々な考え方 特

に合理的配慮の部分については、個人の捉え方が千

差万別であるため、なかなか線引きができない事情

があります。そういったことから、障害者差別解消

法では個人を義務づけ等の対象としない取り扱いと

しております。

鶴田有司委員（分科員）

障害者差別解消法は国全体の個人が対象となりま

すよね。秋田県民も当然その中に含まれますが、個

人は義務づけ等の対象外とされています。一方で秋

田県が県民を義務づけ等の対象にしても問題はない

と 義務づけ等を行おうとしていることそのもの

については、私は当たり前のことだと思うし、県民

にこういうことをお願いするのは当然だと思うので

すが、その上で、法律の考え方と県の考え方の相違

については、どのように捉えればいいのですか。

障害福祉課長

障害者差別解消法では、国民 個人については

義務づけ等の対象外としておりますが、障害者基本

法という別の法律では、共生社会の実現に寄与する

よう努めることを国民に義務づけております。今回

の条例では、障害者差別解消法では義務づけ等の対

象外となっている県民の皆様を義務づけ等の対象と

することとしていますが、今後の条例の施行に合わ

せて、県民の皆様に一層理解を深めていただくため、

県として一層、普及啓発の役割を担っていかなけれ

ばならないと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

２９都道府県で障害者差別解消条例を制定済みと

のことですが、それらの大体全てが、個人 そこ

の住民に対して、同じような努力を求めたり義務を

課したりしているのですか。

障害福祉課長

そのとおりです。

鶴田有司委員（分科員）

不当な差別的取扱いの禁止については、行政、事

業者、県民それぞれの義務とされていますが、努力

規定ではなく義務であるということは、当然、罰則

規定なども設けられるのですか。

障害福祉課長

今の時点では、罰則は規定しない方向で検討して

おります。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、「ちょっと問題だな。」という場合

は、注意をするぐらいの対応になるのですか。

障害福祉課長

相談体制についての説明で触れたとおり、市町村

や県の相談機関が相談を受けた場合は、基本的には

そこで解決する場合が大半だと思いますが、なかな

か解決に結びつかない場合は、県などがあっせん、

勧告という形で仲介を行い、双方の意見を聞きなが

ら解決に結びつける働きかけを行っていきたいと考

えております。

鶴田有司委員（分科員）

事業者 行政もですが には合理的配慮の提

供が義務づけられますが、物理的に 例えば買い

物をしやすくするために店舗の段差を解消しなけれ

ばならない 店舗を改修してもらいたいという要

望があった場合には、支援なども考えざるを得なく

なるのではないかと思います。その辺はどうなるの

ですか。

障害福祉課長
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御指摘のように、段差解消の要望なども考えられ

ますが、ここで求めている合理的配慮とは、今現在

できる範囲で行うことを想定したものです。高額な

予算がかかったり、長い時間がかかったりといった

大がかりなものは、この条例では求めておりません。

今できる範囲で対応できるものはお願いしたいとい

うことです。

鶴田有司委員（分科員）

今は検討の段階ですから、最終的にある程度細か

い部分も盛り込まれるのでしょうが 要綱などに

はそういった中身も盛り込まれることになるのです

よね。

障害福祉課長

そのとおりです。

沼谷純委員（分科員）

鶴田委員から話があったことにも少し関連するの

ですが、理念条例ではあるものの、義務づけが発生

しますので、この条例の中身については慎重に検討

していただきたいということで、何点か伺いたいと

思います。

個人による不当な差別的取扱いを禁止するといっ

た場合、個人が個人に対して行う不当な差別には、

例えばどういうことが想定されますか。

障害福祉課長

今回いろいろと意見聴取を行った中で実際に伺っ

た話なのですが、精神障害をお持ちの方が外で散歩

をしていたときに、近所の子供たちからばかにされ

たということがあったとのことです。個人が個人に

対して行う不当な差別的取扱いとしては、そういっ

たことも一つの事例として挙げられるのではないか

と考えます。

沼谷純委員（分科員）

そういうことは、普及啓発の中で例示していくこ

とになるのですね。

障害福祉課長

そのとおりです。

沼谷純委員（分科員）

次に、事業者による不当な差別的取扱いについて

ですが、提出資料を見ると「盲導犬や車いすの利用

を理由に、入店を断る」などの行為が例示されてい

ます。少し前に報道がありましたが、乙武さん

（「五体不満足」の著者として知られる乙武洋匡氏

のこと）が２階にある階段しか使えない飲食店を利

用しようとして 乙武さんの話の詳しい例示は、

あえてここではしませんが インターネット上で

炎上したということがありました。このようなこと

は飲食店など、業としてサービスを提供している方

々にとっては、非常にデリケートな話だと思います。

往々にして、障害者の方々にとっての合理的配慮や

差別的取扱いと、事業者や障害を持たない個人の合

理的配慮や差別的取扱いについての理解との間には、

すき間というか、ずれがあると思うのです。事業者

や障害を持たない個人の側は、不当な差別的取扱い

はしていないし、できる範囲の配慮もしていると考

えていても、障害者の方々にとっては、「もっとこ

うしてほしい。」、「もっとできるでしょう。」な

どと感じられる場合もあると思います。その意識の

すき間について、どの辺に落としどころを設定して

いくかがこの条例の難しいところだと思うのですが、

どう考えていますか。

障害福祉課長

まさしく御指摘のとおりだと考えております。障

害の当事者側と事業者側の意識のすき間をどのよう

に埋めていくかという課題については、これまでも

普及啓発などにより解決に努めてはおりますが、今

後は一層、関係団体 飲食業や旅館業であれば、

その組合などを通じて、理解を深めていく取組が必

要になってくると考えております。

沼谷純委員（分科員）

飲食店などの事業者に対して合理的配慮や差別的

取扱いをしないことへの理解を求めるのと併せて

これは少々言いづらい話ですが この条例を制

定するということは、双方が歩み寄っていくという

ことだと思いますから、障害をお持ちの方々に対し

ても、団体などを通じて、ある種の理解を求める取

組を行っていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

障害福祉課長

まさしく今のお話のとおりだと思っております。

これまで各種団体との意見交換を行ってきておりま

すが、障害の当事者の団体からは「健常者の皆さん

が我々障害者をどのように捉えているのか。」とい

うお話を伺っておりますので、健常者等に対しての

みいろいろと求めていくのではなく、障害の当事者

側も一緒に取り組んでいく姿勢で条例の制定を進め

ていきたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

世の中には、様々な分野で区別や差別が現実に存

在しており、障害をお持ちの方々に対する差別以外

にも、いろいろなことに対する差別等が残っている

部分があると思います。部長にお聞きしますが、個

人を対象にして、何らかの差別をしてはならない

いわゆる差別の解消や禁止を条例で定めるものは、

障害者の方々に関するもの以外に何か思い当たりま

すか。この条例では、障害者の方々に対する差別だ

けはしてはならないという、個人を対象とした義務

づけがなされるわけですが、ほかとのバランスを考

えるとどうなのかと思います。例えば性的マイノリ

ティーの方々に対するものなど、世の中にはいろい

ろな差別と言われるものがあるわけですから、障害
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者の方々に対する差別はしてはならないという条例

を制定すれば、「私たちも、私たちも。」という声

が上がってくる可能性があるのではないですか。

健康福祉部長

そのときどきの社会的な状況に応じて、このよう

に理念的な条例や啓発的な施策の方針などをうたわ

なければならない様々な場合があると思います。た

だ、今回の障害者差別解消条例については、法律に

基づき、県民の方々、障害者の方々に理解を求めつ

つ、共生社会を作り上げていくために必要な条例と

して、障害者差別の解消一つだけにしぼって浸透を

図るものとしたいと思います。というのは、いろい

ろなものを対象とすると、目的がぼやけてしまう場

合もあると思われるからです。今回は、県民、障害

者の方々にしっかりと我々の施策方針を伝え、皆さ

んに情報提供などができるような条例を制定して、

お互いに分け隔てなく生活できるような共生社会を

作っていく基としたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

県民や事業者の方々への義務づけを伴う条例です

が、共生社会という理念の実現のための義務づけな

のですから、誤解を生じさせたり、やり過ぎたり、

苦しいと感じさせたりすることがないように、しっ

かりとした啓発や説明をお願いします。

吉方清彦委員（分科員）

この条例は、最近話題になった障害者雇用水増し

問題とも密接に絡んでくると思うのです。先日の一

般質問では、障害者手帳がない方を障害者雇用者数

に含めていたことなどについて、答弁者が謝罪する

場面がありましたが、背景として、障害があると自

覚しているのだが障害者手帳は発行してもらってい

ない方々の存在があるといった話も聞いております。

この条例の下では、障害者手帳の有無にかかわらず、

障害を持っていると自覚している方は障害者である

という受けとめ方をすることになっていくと思うの

ですが、そういったときに、雇用問題等も含めて、

県としてはどのように整合性 障害者手帳がない

のだから障害者ではないのだというのは極論かもし

れませんが を説明していくのでしょうか。

障害福祉課長

御指摘の雇用問題については、県としても対策を

進めていかなければならない部分であり、現在、労

働局といろいろなすり合わせを行っております。県

のサイドでは、福祉就労から一般就労への移行を希

望している方への支援を行っておりますが、一般就

労した方、あるいはしたい方がいても、受け入れる

企業や事業者、それから職場内の理解が不足してい

ることによって、就業が定着していない実態があり

ますので、そういった辺りにも気を配りながら進め

ていきたいと考えております。

吉方清彦委員（分科員）

障害者手帳の有無で線引きをしているとのことで

すが、障害者に対して行政も差別をしないというこ

とであれば、障害者手帳の有無だけにとらわれてい

いのでしょうか。そのことに対しては、先日、明確

に謝罪する旨の答弁をしていますが 今後どのよ

うに今回のことを説明するのでしょうか。障害者手

帳の有無にかかわらず、障害を持っていると自己申

告した方を雇用していくことで、法定雇用率はある

程度満たされるのだという説明をしていくのですか。

障害福祉課長

この条例の基本的な考え方は、障害者手帳の有無

にかかわらず、配慮が必要な方や支援が必要な方に

対しては、支援の手を差し伸べていこうという姿勢

を示すことです。例えば、精神障害をお持ちの方の

中には、精神障害者保健福祉手帳を持っていない方

もたくさんいらっしゃいますが、そういった方もこ

の条例においては支援の対象としております。また、

指定難病患者の中には、医療費受給者証は持ってい

るが障害者手帳は持っていない方もいらっしゃいま

すが、そういった配慮や支援の必要な方については、

支援の手を差し伸べる姿勢で臨む必要があると考え

ております。

加藤鉱一委員（分科員）

秋田県立病院機構（地方独立行政法人秋田県立病

院機構）の中期計画について伺います。平成２９年

度地方独立行政法人秋田県立病院機構の業務の実績

に関する評価結果では、循環器部門の受け入れ体制

に課題があることから、「Ⅰ 質の高い医療の提

供」の項目についてＢという評価をしています。そ

れを受けて第３期中期目標の目指すべき方向に対す

る今後の課題として、医療提供体制の強化がうたわ

れています。Ｂという評価は、人材がそろっていな

いから十分な医療を提供できなかったので、目標を

達成できなかったことによるものですが、新たに第

３期中期目標の下でスタートしようとする時点での

体制はどうなる見込みなのですか。

医務薬事課長

循環器疾患に係る高度な医療に関しては、不整脈

に対するアブレーション治療と、急性心筋梗塞に対

するカテーテル治療が２大部門だと思っていますが、

そのうちのカテーテル治療について、現在、脳研に

治療を行える医師がいないことが大きな課題です。

３月の新棟オープンに向けて、その２大部門の治療

がきちんと行えるよう、医師やスタッフを確保する

ことが一番重要だと思いますし、現在、秋田県立病

院機構でもそれに向けて最大限努力しているところ

ですので、体制をしっかりと整備していけるよう、

我々もできるサポートをしていきたいと思っており

ます。



- 15 -

加藤鉱一委員（分科員）

脳・循環器疾患の三次救急拠点として４月からス

タートするのに、まだカテーテル治療などの高度な

医療を行う医師が確保されていないというのは、非

常に心配です。以前の成人病医療センター（一般財

団法人秋田県成人病医療センター）や秋田大学

要するに、県内にそれを充足する医師がいない

スタートの時点でこういった医師がいることは絶対

条件ではないですか。

健康福祉部長

秋田県立病院機構からは、改築や新棟ができ上が

ってスタートする時点でのＰＣＩ（Ｐｅｒｃｕｔａ

ｎｅｏｕｓ Ｃｏｒｏｎａｒｙ Ｉｎｔｅｒｖｅｎ

ｔｉｏｎの略。経皮的冠動脈形成術）が行える体制

の整備については、一定のめどが立っていると伺っ

ています。診療を開始する前には、いろいろな手術

の機械の搬入や、コ・メディカル 看護師等との

連携といった準備がありますが、スタートの数カ月

前には脳研にそういう体制のめどが立つと伺ってい

ます。

加藤鉱一委員（分科員）

そのようなめどが立っているとすれば、私も安心

できます。

「健康寿命日本一」という秋田県の大きな目標が、

様々な場面に表れてきます。そうした中、第３期中

期目標では、三次救急医療の拠点としての「健康寿

命日本一」を目指した脳卒中や心疾患の発生の予防

に向けた取組というような目標を設定しています。

これはつまり、三次救急医療の拠点として 二次

医療圏、一次医療圏を含めて、どのような取組をし

ていくのですか。一般的な取組ではなく、特殊な取

組なのでしょう。

医務薬事課長

三次救急医療の拠点としての取組は急性期への対

応です。そのことはもちろん行うのですが、循環器

の包括的な医療提供ができる体制になることから、

発症予防という観点で 予防なので基本的には県

民向けのＰＲなどが中心になると思いますが、そう

いった役割を果たしてもらいたいということで、目

標には予防に関することを記載しております。

加藤鉱一委員（分科員）

脳卒中などの脳血管疾患の予防に関連して、秋田

県では何十年も食塩摂取量を減らす取組 減塩運

動に取り組んできています。しかし、長野県ではあ

る程度そういった疾患を克服しているのに、秋田県

では克服していません。こういう機会に塩分の摂取

量を減らすことを徹底的にやるためには、やはり３

次医療機関から情報を発信しなければならないと思

います。脳研は県の機関ではないですか。今までと

同じような「予防のために努力します。」だけでは

話にならないと思いますが、いかがですか。

医務薬事課長

これまでの中期目標の中にも一般的な発症予防と

いうフレーズはあったのですが、今回の中期目標の

目玉として、「健康寿命日本一」に向け、脳血管疾

患だけではなく心疾患も含めた予防の取組を強く求

める内容を新たに加えておりますので、その点につ

いてできるだけ努力してもらいたいと思っておりま

す。

加藤鉱一委員（分科員）

だから「できるだけ努力してもらいたい。」など

という次元では余り意味がないと思うのです。新し

くスタートする病院なのですから、そういう大きな

テーマを医師も含めて共有し、取り組んでいくとい

う推進体制にしなければなりません。単に目標に盛

り込んだからいいということではありません。施策

を推進する１番の主体は皆さんですから、よく考え

てみてください。

医務薬事課長

具体的な成果が出るような取組を、秋田県立病院

機構に強く求めていきたいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

平成２９年度地方独立行政法人秋田県立病院機構

の業務の実績に関する評価結果で少々気になったこ

とがあるのですが、２ページの項目別評価結果一覧

のⅠの１の（３）患者、家族の視点に立った医療サ

ービスの提供の③患者本位の医療の充実の項目の評

価がＢです。Ⅷの２番目の人事に関する事項もＢ、

その次の職員の就労環境の整備もＢですが、これら

は一番基本的なことではないかと思うのです。これ

こそＡにしなければならない項目ではないかと思い

ます。ほかの項目はＡが多く、全体的には悪くない

と思うのですが、一番基本的なところがＢだという

のは、何かおかしいと思います。これは、自分たち

としては一生懸命やっているが、患者からは余り評

価されていないということですか。

医務薬事課長

患者本位の医療の充実に関しては、評価の詳細が

１２ページに記載されています。「患者本位の医療

の充実」と、タイトルとしてはかなり幅の広い表現

になっているのですが、実際の中身は、院内のクリ

ニカルパス（医師や看護師などが連携して行うチー

ム医療の中で効率的に患者の治療・ケアを行うため、

患者の入院から退院までの検査、食事、日常生活指

導、投薬等をスケジュール表のようにまとめたも

の）の適用率の向上などを評価項目としたものです。

そのクリニカルパスの適用率が、循環器部門に関し

て十分に上がらなかったことが、こういった評価に

なった大きな理由です。また、収入の確保の項目の

評価に関しても、循環器部門の医師が確保できてい
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ないため、収入が十分に上がっていないことが影響

しているように、循環器部門の医師の確保ができな

かったことの影響が、いろいろな項目でのＢ評価と

いう形で表れています。個別の評価項目を更に幾つ

かの評価項目に細分化し、それぞれの評価項目で設

定した目標の達成状況がどうであったか評価してお

りますので、全体として患者本位の医療の提供がで

きていないわけではなく、個別の項目についての評

価がこのようになっているのだと御理解いただきた

いと思います。

鶴田有司委員（分科員）

まずは分かりましたが、結局は医師確保の問題が

解消されていないというところに行き着くわけです

か。

医務薬事課長

今回の秋田県立病院機構の評価に関しては、循環

器部門の医師が確保できていないことが、全体とし

て評価がＢとなる原因になっています。

鶴田有司委員（分科員）

人事に関する事項や職員の就労環境の整備などの

項目にもＢが並んでいる 資料の中身を全部読ん

だわけではないのですが、一覧ではそうなっている

のはどういうことですか。こういった項目も患者本

位の医療につながっていく可能性があるのではない

ですか。

医務薬事課長

人事に関する事項については３７ページ、職員の

就労環境の整備については３８ページに評価の詳細

が記載されています。人事に関する評価に関しても、

循環器部門の医師の確保に課題があるためＢとなっ

ております。また、職員の就労環境の整備について

は、時間外勤務の縮減を果たせなかったことから、

その個別の中身について、Ｂと評価しております。

鶴田有司委員（分科員）

医師確保については当然努力していかなければな

らないのですが、一方、就労環境については、新し

い病院になってから、ある程度対策を講じることが

できるのですか。

医務薬事課長

医師の時間外勤務の縮減に関しては、難しい面が

多々あると思いますが、人員を確保しつつ、可能な

限りのしかるべき対策を順次講じていくことになる

と思いますし、我々も引き続き対策を求めていきた

いと思います。

鶴田有司委員（分科員）

医師確保については全県的な問題となっています

が、ここは特に県が直接かかわっている中心的な病

院であり、期待されている病院の一つ 期待され

ていない病院はないのですが ですから、医師確

保にはしっかりと取り組んで、新しい病院では患者

に御不便や御心配をかけることがないようにしても

らいたいとお願いして、質問を終わります。

健康福祉部健康医療技監

医師の働き方については、今正に医療法等の改正

による働き方改革が進んでおり、今年度、関連法も

整備されたところです。

働き方改革については、一般的な事業所が主な対

象で、医療の分野はある意味での聖域的な扱いを受

けてきた歴史があると思いますが、一方では、労働

基準監督官による取り締まりにより、病院によって

は診療体制の変更を余儀なくされるといった実態が

ありました。今までそうした矛盾が解消されずに続

いてきたという歴史的な背景の下で、今般の働き方

改革の議論では、本当に医師を初めとした医療従事

者の働き方が俎上に載せられて 今、ペンディン

グというか、引き続き検討していくという状況にな

っております。そういった中で秋田県立病院機構に

おいても、医師を初めとした医療従事者の働き方を

どのようにしていくのか、引き続き検討を行い、快

適な職場で県民へのサービスを向上させていくよう

努めたいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

せっかく御説明いただいたので、質問します。今

の技監のお話の内容はもちろん理解できますし、医

療従事者には努力していただいていると思うのです

が 働き方改革というものは最近急にクローズア

ップされてきましたが、一方で、低評価の大きな要

素となっている医師不足については、数年前からず

っとそのままになっているので そういう意味で、

医師不足が少し改善しても、働き方改革の流れがそ

れを更に上回って、結局労働力が追いつかないこと

もあるのではないかと思うのですが、実際にそうい

うことはあり得るのですか。

健康福祉部健康医療技監

今までの医師を初めとした医療従事者が全体的に

不足する状況の中では、個々の医療従事者の負担の

下に医療が成り立っていて 私も臨床の現場で働

いていましたが、２日間寝ないで診療を行ったりし

ており、患者に危険を及ぼしながら診療を続けてい

たという意味で、反省すべきところがあると思いま

す。そういったことがあってはならないということ

で、働き方改革が進められ、医療従事者の数も増や

していっているところです。

ただ、鶴田委員が御指摘のとおり、医療従事者一

人一人の負担を減らしていくと、総体的にはサービ

スの質が落ちるのではないかという懸念があり、そ

こをどうしていくかは、今正に議論が続いていると

ころです。すぐに答えが出るものではないと思いま

すが、いずれにせよ、県民や国民が納得するような

形で、医療サービスと、医療サービスを提供する側
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の人間のパフォーマンスが最も高くなるような結論

に至るよう、議論を続けていかなければならないと

考えております。

鶴田有司委員（分科員）

実際のところ、民間企業の経営者の中にも、働き

方改革が随分厳しい、少々つらいと感じている方は

多いと思います。特に医療サービスの提供について

は、中途半端にするわけにはいきませんから、なか

なか大変だと思いますが、よりよい医療体制が構築

できるよう努力をお願いします。

沼谷純委員（分科員）

私からも、平成２９年度地方独立行政法人秋田県

立病院機構の業務の実績に関する評価結果に関して

何点か伺いたいと思います。先ほど来、話があった

ように、循環器部門の医師を確保できていないこと

をもって、設置者としてはそれに関する項目をＢと

評価したとのことですが、それはそのとおりだと思

います。一方で、それらの項目の中には、秋田県立

病院機構がＡと自己評価しているものがあります。

私は正直、この自己評価はやや甘いのではないかと

認識したのですが、秋田県立病院機構は、なぜそう

いった重要な医療サービスが提供できていない現状

にもかかわらず、Ａと評価したのでしょうか。

医務薬事課長

今の御指摘は、Ⅰの１の（１）政策医療の提供の、

①脳研センターの項目などに関するものだと思いま

すが、脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制の整

備という目標ももちろんあるものの、中期目標期間

内あるいは各年度において具体的に実施すべき事項

として記載されている項目に、どちらかというと脳

卒中に係る具体的な記載が多かったので、それらに

対する自己評価として、秋田県立病院機構はＡとい

う評価を行ったものです。一方、我々としては、脳

・循環器疾患の包括的な医療提供体制整備全体を中

期目標期間内あるいは各年度の目標として捉えるべ

きだと考え、Ｂという評価を下しました。秋田県立

病院機構としては、中期計画の個別項目や、年度計

画に記載されている個別項目を重視してＡという評

価をしたということであり、そのためお互いに共通

の評価とはなりませんでした。

沼谷純委員（分科員）

循環器部門の医師を確保できていないことが、患

者の受け入れ全体というか、外来の件数にも響いた

ことなどで収益面にも影響が出ているといった説明

がありましたが、やはり秋田県立病院機構には、３

次医療を担っていることの重さをもっとしっかりと

認識してもらいたいと思います。是非設置者側から、

議会からそういう意見があったことも含めて、その

旨伝えていただきたいと思います。

先ほど不適切な事務処理があったという話があり

ました。具体的なことは２５ページに記載されてい

ます。私が失念していれば申し訳ないのですが、ど

のように不適切な事務処理があったのか、もう少し

補足説明していただきたいと思います。また、今後

「引き続き業務改善及び事業のチェック体制の強化

が求められる」という評価結果が示されていますが、

具体的にどのような強化をするのか、その２点につ

いて教えてください。

医務薬事課長

不適切な事務処理の具体的な内容ですが、毎年、

給食提供業務について、外部の事業者と委託契約を

締結しております。給食提供業務の委託料の中には

材料費なども含まれているのですが、平成２８年度

分の契約をする際に、受注者から、実際に業務を行

っていく中で材料費が委託料を上回ったときに、上

回った実費分を補填してもらいたいというような要

請がありました。それに対しては、できないという

回答をしていたのですが、当該職員が独断で、そう

いった場合は補填するという覚え書きを公印を使用

して交わしてしまったというものです。実際に平成

２８年度において、材料費が委託料を上回った分が

１４０万円くらい発生し、覚え書きに公印が押され

ているから支払わなければならないので、まず支払

った上で、当該職員からその金額の賠償を得たとの

ことです。決裁をとらずに公印を押したことが不適

切な事務に当たりますので、公印の管理等について

事務の改善を図り、勝手に公印を押せないように体

制を改善するとともに、一般的な事務処理のルール

として、上司にきちんと相談して、みんなで方向性

を定めて事務を行うというコンプライアンスの遵守

について、全職員に徹底することを通じ、体制を強

化しております。

沼谷純委員（分科員）

組織的なものではないようですし、チェック体制

についても理解しました。

２８ページに記載されている外来新規患者数の目

標 これは次の計画にもかかわってくると思うの

ですが、平成３０年度目標が１万３７７人とされて

いるのに対し、実績は４,２８５人です。循環器部

門の医師を確保できていないことが、ここにも響い

ているのかもしれませんが この１万人という目

標が高過ぎたのかもしれませんが、そうすると、ど

の程度が適切な目標設定なのでしょうか。あるいは、

計画期間が終わった後に立てる新しい目標について

は、どのように考えていますか。

医務薬事課長

外来新規患者数が目標と大きく乖離したことに関

しては、先ほど来説明している循環器部門の医師を

確保できていない問題と、もう一つ、脳研に何人か

いた神経内科の医師が脳研を離れたことにより、神
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経内科の物忘れ外来などの外来患者数が大きく減っ

たという要因があります。今後、次期計画に向けて、

そういった現状を踏まえて、循環器部門も含めどう

いった数値が適切な目標なのか、詰めていきたいと

思っております。

沼谷純委員（分科員）

人事といいますか、先ほどの就労環境に関する話

題に通じる話ですが、３８ページを見ると、医師の

超過勤務の問題だけでなく、「職場における心の健

康づくり計画」が策定できなかったなどといった記

載があります。医師以外、例えば事務職の方や看護

師など、職員全体が超過勤務をしたり、ストレスを

抱えたりといった、非常に大変な現場ですから、そ

ういった計画は職場全体にかかわることだと思いま

す。もちろん医師がいなければ治療ができないし、

医師個人の負担という問題もあるのですが、職員全

体に係る部分をどう捉えているのか、また計画を策

定できなかった理由は何なのか教えてください。

医務薬事課長

厳しい職場ですから、ここまでやればうまくいく

という見極めがなかなか難しいのかもしれませんが、

「職場における心の健康づくり計画」を策定すると

いう中期目標を立てたにもかかわらず達成できなか

ったのですから、評価はＢとしています。具体的な

一つ一つの改善項目 具体的な目標を定めた上で、

一つ一つ改善していくことに取り組んでいくしかな

いと思いますので、その点についても今後強く指導

していきたいと思っております。

沼谷純委員（分科員）

今年度計画を策定できなかった理由が何なのかよ

く分かりませんが 医師の確保に加え看護師、あ

るいは事務職員 看護師の採用も行っていますが、

ほかの病院に比べれば相当ハードな業務内容で、３

交代制などになっていると思いますから、多分、離

職や退職もあると思います。そういうことも踏まえ

て、設置者としても 医療体制をしっかり整える

ことができなければ、幾ら運営交付金を費やしても

県民には歓迎されませんから、是非設置者として、

指導か支援か分かりませんが、深く関与していただ

きたいとお願いします。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で健康福祉部関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

説明者交代のため暫時休憩します。

再開は、午前１１時３５分とします。

午前１１時１８分 休憩

午前１１時３３分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

生活環境部長 高 橋 修

生活環境部次長 杉 山 徹

生活環境部次長 柳 田 高 人

生活環境部参事 佐 藤 利 広

生活環境部参事（兼）県民生活課長

高 橋 博 英

生活環境部参事（兼）自然保護課長

高 松 武 彦

環境管理課長 髙 橋 行 文

八郎湖環境対策室長 髙 野 尚 紀

温暖化対策課長 古 井 正 隆

環境整備課長 川 村 之 聡

生活衛生課長 金 和 浩

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

それでは、生活環境部関係の議案に関する審査を

行います。

議案第１６７号のうち、生活環境部に関係する部

門の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

環境管理課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

環境整備課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

吉方清彦委員（分科員）

昨年も少し話題になったと思うのですが、産業廃

棄物対策基金積立金についてお聞きします。だんだ

んと増えてきていて、平成２８年度に少し減ってい

るので使ってはいるのでしょうが この約２億

５,０００万円の積立金を今後具体的にどう利用し

ていくか、今のところの見込みはあるのですか。

環境整備課長

提出資料の産業廃棄物対策基金の使途の欄に記載
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しているとおり、産業廃棄物の３Ｒ（スリーアール。

廃棄物対策のキーワードであるＲｅｄｕｃｅ（リデ

ュース：発生抑制）、Ｒｅｕｓｅ（リユース：再使

用）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）の３つの頭文字

をとった総称）や適正処理の推進のために資する事

業に活用し、必要な事業はしっかりと実施していき

たいと考えています。

吉方清彦委員（分科員）

取りあえず今のところは、具体的に何かに使う予

定はないということですか。

環境整備課長

現状いろいろな事業を実施していますが、必要な

事業 事業のスクラップ・アンド・ビルドを踏ま

えつつ、今後基金を使える新しい事業があれば、そ

の財源としてしっかりと使っていきたいと考えてお

ります。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、生活環境部関係の議案に関する質疑を終

了します。

次に、生活環境部関係の陳情等の審査を行います。

配付しております陳情等一覧表により審査を行い

ます。

５ページをお開きください。陳情第１３号の２３

豪雪地域に対する支援の継続と拡充についてを議題

とします。

陳情第１３号の２３について質問等ございません

か。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

次に、７ページをお開きください。陳情第１３号

の２４再生可能エネルギーの推進における環境への

配慮についてを議題とします。

陳情第１３号の２４について質問等ございません

か。

加藤鉱一委員（分科員）

これは、由利本荘市長からの陳情ですが、陳情事

項を見ると適切な環境アセスメント（環境影響評

価）の実施を事業者へ指導するよう要望するとあり

ます。環境影響評価に対して県が指導する権限とい

うか 環境影響評価は事業者が行うと思います。

そうすると、県が事業者へ指導するように要望する

ということは、どのように解釈したらいいのでしょ

うか。

環境管理課長

環境影響評価は、最初に配慮書の作成の手続から

始まって、どのような方法で環境アセスメントを行

うかについての方法書の作成の手続、それをどのよ

うに予測、評価していくかについての準備書の作成

の手続を経て、最後に評価書を作成します。県知事

はこの過程で、それぞれの図書の内容に意見を言え

る立場です。今話題になっている風力発電について

は、経済産業大臣が大臣勧告又は意見という形で、

必要に応じ事業者を指導していくことになります。

加藤鉱一委員（分科員）

これは所管事項審査で取り上げたほうがいいのか

な。

今、県は、秋田県沖に洋上風力発電の適地がある

ことから、成長産業として、雇用の活性化も絡めて

推進しようとしていますよね。例えば能代沖や能代

港の風力発電については、能代・山本地域の市町を

中心にして推進協議会を組織していて、市民の皆さ

んからの環境影響評価に対する意見は余り出ていま

せん。一方、由利本荘市の場合は、景観の問題、あ

るいは低周波音 環境の管理を所管する担当課長

として、この低周波音をどのように捉えているので

すか。私もちょっと調べてみたのですが 地元の

人にたまに聞かれるのですが、よく分かりません。

どう認識したらいいのですか。

環境管理課長

風力発電については、風車から発生する低周波音

耳で聞こえないくらいの低い周波数の音といっ

たものが、健康等に影響するのではないかというこ

とを心配する声がよくあります。ただ、環境省が検

討会などを行った結果、ほかのいろいろな騒音とそ

んなに違いはないし、風車から低周波音が特に多く

出ていて問題があるということもなく、全体的な騒

音として捉えるべきだというようなことが報告書で

述べられており、我々に対してもそのような見解が

示されております。

環境アセスメントでも、住居や病院、福祉施設な

どが風力発電機から十分離れているか、どれくらい

騒音の影響を受けるかといったことを評価しますの

で、それらきちんとクリア 問題がなければ、低

周波音についても特に問題はないと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

由利本荘市長ほか１名 由利本荘市は私の地元

ですが から提出されたこの陳情書には、事業者

へ指導するよう要望するとありますが、県が指導す

ることはあり得るのですか。県に事業者を指導する

権限があるのですか。これは県議会に対する陳情で

すが、我々議員がこの陳情を受けて、あなた方に

「要望がありますから指導してください。」と言っ

た場合、県には指導する権限があるのですか。

生活環境部長

端的に言いまして、県には事業者を指導する権限

はありません。先ほど環境管理課長が述べたとおり、

風力発電機の設置に関して権限を持っているのは経
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済産業省です。

県として、環境アセスメントの手続において「騒

音や景観などいろいろなことに配慮しなさい。」と

いうような意見を述べる中で、事業者に対して「環

境基準はこうなっている。」とか、「説明会はこう

いう形で行っている。」とか、指導というよりもア

ドバイスに近いことを述べることはできます。また、

地元に対する説明は事業者が行うことですから、

「十分に説明を行ってください。」といった、法的

な権限に基づくものというよりも、一般論としての

助言を事業者に行うことはあります。由利本荘市が

どのようなことを県に求めているか分かりませんが、

県は飽くまでも手続の中で、「地元に対してきっち

りと説明をしてください。」、「地元から理解を得

るような手続を踏んでください。」などと意見を述

べるに留まります。

それから、環境アセスメントの手続の中には、県

の意見を示す前に由利本荘市に意見を照会する場面

があり、由利本荘市からの意見を尊重する形で県の

意見を出しますので、そういった手続についてきち

んと説明しなければならないのではないかと思いま

す。

私どもが由利本荘市が陳情した内容を直すことは

できませんが、制度についてきちんと由利本荘市に

お話しようと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

要望されている指導自体ができないということで

あれば、認識の違いがあるのかな。由利本荘市は県

の指導を要望していますが、県には権限も何もなく、

環境アセスメントの一連の流れの中で、市の意見を

聞いてコメントを出すだけなのであれば、そのよう

に言わないと、おかしいことにならないですか。そ

う言わないと、陳情をこのまま認めていいことにな

ってしまいます。この陳情の考え方自体が駄目なの

であれば、先ほど部長が言ったように、きちんと話

をしないとおかしいことになってしまいます。これ

は恐らく、担当課と市の間に行き違いがあると思う

のですが、ただ、最終的に これ以上は所管事項

審査になってしまうから後でやったほうがいいのか

な。このままやってもいいですか。

委員長（会長）

いいです。

加藤鉱一委員（分科員）

最終的に、秋田県には風力発電などの再生可能エ

ネルギー産業を成長産業として推進する大きい流れ

があることは、私ももちろん理解しています。ただ、

景観が問題となった場合、人によっていろいろと見

方が違いますよね。景観上良くないと思う人もいる

し、鳥が風車のブレードに衝突する問題もあります。

市民がそういった観点から反対することについて考

慮することは私も必要だと思うのですが、「だから

やめなさい。」ということではなくて、そういう意

見があった場合には、県はそういう環境とか た

しか三浦英一議員の一般質問に対して、「環境に対

して配慮することが大事だ。」といった答弁があっ

たように記憶しているのですが、その辺りはどう考

えますか。

生活環境部長

環境アセスメントの中で、環境省等が定めた数値

の基準があるものについては、当然それを遵守する

ことになりますが、景観については数値的な基準が

なく、個人の主観によっていいか悪いかが変わりま

す。いずれにしても、何らかの行為をすれば景観の

変更が伴うので、基本的には地域の方々 我々も

最終的には環境に万全の配慮をするように述べます

が からどうやって景観についての合意を得るか

の問題です。事業者に対しては、将来の予想図など

の資料をきちんと示して、地域内で了解を得た上で

事業を進めるようにといった話しかできないと思い

ます。最終的な合意をどういう形で判断するかとい

うのは、投票で決めるわけにもいきませんのでなか

なか難しいですが、「これくらいであれば許容でき

る範囲かな。」と思っていただけるところまで地元

の方々にきちんと説明しながら進めてほしい、そう

いう手続をきちんと経てほしいといったところまで

は、指導しようと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

先ほどの答弁にあったように、最終的には経済産

業省が認可をするとのことですが、県等の意見を聞

いて、経済産業省がオーケーと言えば事業が認可さ

れるということですか。

生活環境部長

そうです。ただ、大規模な風力発電事業ですと環

境省からも意見が出されます。環境省は環境省の立

場で個々の事例について判断しますので、どのよう

な意見が出るかは一概には言えませんが、例えば石

炭火力発電については、環境省から非常に厳しい意

見が出ています。風力発電についてはそれほど厳し

くない意見が出ていますが、今後、景観に対する住

民の方々の意識の高まりがあれば、環境省からそれ

に少し配慮した意見が出るのではないかと思います

し、県としても住民の方々の意見を反映させた意見

を出すことになると思います。事業者がどのように

地元の方々に説明し、地元の方々の間でどのような

意見が形成されていくのかを見守りつつ、民間の方

を含む有識者会議の御意見も聞きながら、最終的な

意見を出していくことになると思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】
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委員長（会長）

以上で陳情等についての審査を終了します。

次に、議員提出の意見書案について申し上げます。

【書記、意見書案を配付】

委員長（会長）

石川ひとみ議員提出の意見書案「水道事業の基盤

強化に対する支援の充実・強化を求める意見書」の

検討を、議会運営委員会から依頼されております。

各委員におかれましては、１０月４日、木曜日の

討論・採決を行う委員会時までに、配付しました本

意見書案の検討をお願いします。

審査の途中ですが、昼食のため暫時休憩します。

再開は午後１時１５分とします。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時１５分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 三 浦 茂 人

副委員長（副会長） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 鈴 木 洋 一

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 吉 方 清 彦

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

生活環境部長 高 橋 修

生活環境部次長 杉 山 徹

生活環境部次長 柳 田 高 人

生活環境部参事 佐 藤 利 広

生活環境部参事（兼）県民生活課長

高 橋 博 英

生活環境部参事（兼）自然保護課長

高 松 武 彦

環境管理課長 髙 橋 行 文

八郎湖環境対策室長 髙 野 尚 紀

温暖化対策課長 古 井 正 隆

環境整備課長 川 村 之 聡

生活衛生課長 金 和 浩

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、生活環境部関係の所管事項に

関する審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

生活環境部次長（杉山）

【委員会共通資料「第三セクターの平成３０年度

経営評価について」により説明】

参事（兼）県民生活課長

【提出資料「第３次秋田県豪雪地帯対策基本計画

（案）の概要について」、当日配付資料「第３次

秋田県豪雪地帯対策基本計画（案）」、「第３次

秋田県豪雪地帯対策アクションプログラム

（案）」により説明】

生活衛生課長

【提出資料「動物愛護センター（仮称）「ワンニ

ャピアあきた」について」により説明】

参事（兼）自然保護課長

【当日配付資料「ツキノワグマの目撃件数等につ

いて」により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び所管事項に関する質疑を行い

ます。

質疑は、各課室一括して行います。

鶴田有司委員（分科員）

アクションプログラム（秋田県豪雪地帯対策アク

ションプログラム（案））については、大分よくま

とめてくださったと思うのですが、１つ伺います。

提出資料に「除雪機械更新及びオペレーターの人材

育成等による除雪体制確保」との記載がありますが、

このことについて具体的に何をやっていくのかとい

うことです。機械を動かすことは「オペレーターの

人材育成」でできることだと思うのですが、よくニ

ュースなどで、あるいは地元で話を聞くと、除雪の

仕方というものがあるのだそうです。普通に道路除

雪をすると道路が壊れてしまうので、バケットを微

妙に浮かして除雪するということです。そうしない

と除雪車が道路を壊していって 今年も道路の破

損が結構多かったですが 春先になってから車が

パンクする原因になります。だから、除雪の仕方も

大事ではないかと思います。

大分前のことだと思いますが、秋田市に大雪が降

って、各市町村や県から除雪車を集めて、除雪の手

伝いに行ったことがありました。その際、横手市の

人から聞いたのですが、「秋田市に行って除雪の仕

方を見てみたら、とても雪国の除雪の仕方ではない。

手っ取り早く言えば、下手で見ていられない。」と

のことでした。

「オペレーターの人材育成」というものの、オペ

レーターの中身の問題もあるということが分かった

上で、このアクションプランを作っているのかお聞

きしたいのですが、いかがですか。

参事（兼）県民生活課長

今鶴田委員から御指摘があった事項は、正に地域

振興局で協議会を行った際に、特に市町村の建設所

管課から、生の声として聞いた話でした。先ほどオ

ペレーターの講習会を開催すると説明しましたが、
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こうしたことは、県道、市町村道と道路管理者は違

っても、それぞれが同様に取り組んでいかなければ

ならないことです。県については、一般社団法人日

本建設機械施工協会が毎年３回程度開催している講

習会について、道路課等の関係課が講師を派遣して

協力したり、事業者に受講してくれるよう働きかけ

たりしているという話です。

また、これとは別に、鶴田委員から御指摘のあっ

た熟練の技の継承といったところがなかなか大変だ

という話がありました。大仙市などでは、除雪車に

熟練者と新人の２人が乗って、新人を教育しようと

しているとのことです。人件費が２倍掛かるといっ

た問題はありますが、熟練の方が高齢を迎えて、そ

のような工夫をしていくしかないようです。横手市

ではオペレーターの労働条件や待遇を改善するなど

の取組をしておりますし、現実問題として、ある程

度の犠牲を払ってもそういったことに取り組んでい

かなければならない状況です。ただ、そこまで計画

に記載するのは煩雑ですから もちろん道路課や

関係部局では、そういった事情は理解しております。

一方で、現実問題として、除雪の訓練はなかなか

難しいという話もありました。例えば、夏場に雪を

模した発泡スチロールの模型を作って除雪の訓練を

するなどということはできず、実際の道路に即して、

実際の雪で除雪の訓練をしなければならないとのこ

とで、なかなか困難であるという話でした。そうい

った実情も認識しておりますので、今後とも対策を

進めていきたいと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

ついでに言うと、横手市などの場合、市街地では

通勤、通学の前の朝早い段階で除雪しなければなら

ないのでスピードが要求されるのですが、郊外では

日中でもそれほど道路は混んでおらず、ゆっくり除

雪できるといった点でも、オペレーターに要求され

る技術等に違いがあります。恐らく協議会でもいろ

いろな意見が出たと思うので、それらを十分に認識

した上でオペレーターの講習会を実施してもらいた

いと思います。

先ほど話があったように、夏場に発泡スチロール

で除雪の訓練をするわけにはいかないでしょうが、

除雪の仕方のほかに、雪の集め方というものがある

と思います。横手市の人が秋田市の状況を見て「見

ていられないな。」と言ったのは、恐らく集め方に

ついてだと思いますが、そのことについては夏場に

机上で教えることもできると思うのです。一方、道

路にバケットを当てるか、浮かすかといった訓練は、

現実に冬場でないとできないので、そのようなこと

も考えながらオペレーターを指導していかなければ

なりません。道路を壊してしまったらかえってお金

が掛かりますし、当然器具も壊れますから、そうい

った指導も行ったほうがいいのではないかと思いま

すが、いかがですか。

参事（兼）県民生活課長

今御指摘のあった除雪の時間帯の件については、

アクションプログラムの１８ページの（１）道路除

雪の実施の一番下の黒ぽつのところに、「県内３７

地区に情報連絡員を配置し」とあるとおり、前日の

天気予報などの情報を把握して、朝の相当早い段階

から当日の道路除雪の計画を決める工夫をするなど

して取り組んでいるとのことです。

それから、横手市の話が出ましたが、先ほど来説

明している県の豪雪地帯対策基本計画のほか、県内

２５市町村のうち４つの市において、同様の雪関係

の計画を作っており、雪の本場である横手市につい

ては、今年の３月に計画の改定を終えたところです。

今回の計画から、計画期間を思い切って３年間とい

う短い期間に区切ったほか、今話題になった除雪、

それから人材確保といったことについて、非常にき

め細かい 私から見ても非常に具体的な内容とな

っています。県の計画は総合的ですから、方針を述

べるに留めた部分もあるのですが、横手市の計画は

非常に具体的なことを記載しております。他県の計

画や、市町村が現実に即して記載している計画の内

容については、先ほど述べた地域振興局の協議会な

どで情報を得る機会がありますので、これを的確に

関係部局 道路管理部局は独自に情報を把握する

と思いますが に伝えていきたいと考えておりま

す。

鶴田有司委員（分科員）

せっかくこのような立派な計画を作っていただい

て 計画づくりはかなり頑張ったと思います。今

後、実際に即した形で実践に結びつけるようお願い

します。

吉方清彦委員（分科員）

動物愛護センター（秋田県動物愛護センター（仮

称）「ワンニャピアあきた」）についてお聞きした

いと思います。マスコットキャラクターの「はちす

け」と「あきにゃん」を選定し、その着ぐるみを作

るとのことですが、着ぐるみは結構高いと思います。

製作した後、どのように使っていくのかお聞きした

いのですが、いかがですか。

生活衛生課長

価格は２体で２１１万円で、今月に完成しており

ます。

活用方法としては、まず今週末の動物愛護フェス

ティバルでお披露目し、その後、今年度予定してい

る動物管理センターの事業や当課のボランティア募

集事業等の場で活用していきます。また、動物愛護

センターは多くの方に訪れていただける施設とした

いので、そのために開設後も着ぐるみをたくさん利
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用していきたいと思っております。しつけ方教室や

小中学生を対象にした命の教室等を開催しますが、

その際に着ぐるみが子供たちにとっての参加の取っ

かかりの一つになればいいと考えております。また、

動物愛護センターは空港に近いこともあり、観光客

の方々に立ち寄ってもらえる施設としたいとも考え

ておりますので、そのためにも着ぐるみを活用して

いきたいと思っています。

吉方清彦委員（分科員）

私も着ぐるみは高いとは思っていたのですが、１

体１００万円超とのことですから、安易に作って終

わりではなくて、是非ぼろぼろになるまで使ってほ

しいと思います。今全国でゆるキャラといわれるキ

ャラクターを作っており、ただでさえいろいろなキ

ャラクターが増え過ぎています。何のキャラクター

か分からないのでは、せっかく予算を掛けて製作し

た意味がないと思います。

動物愛護施設に関しては、福祉環境委員会の県外

調査でほかの地域のものを視察してきましたが、本

県の動物愛護センターでは動物の受け入れ 例え

ば子犬などが生まれた場合の受け入れは行うのか教

えてください。

生活衛生課長

当施設については 今ある動物管理センターも

そうですが どうしても飼えなくなった動物や捨

てられた動物を収容して、病気があるか、譲渡の適

性があるかどうかを判断した上で、施設内で飼養を

開始し、飼養を行う中で譲渡を希望する方々とのマ

ッチングを行い、引き受けていただくといった活用

をしていきたいと思っています。

吉方清彦委員（分科員）

例えば犬ならどれぐらいの数を引き受けられるの

か、どれぐらいの期間収容できるのか、受け入れら

れない場合にはお断りするしかないのか、マッチン

グするためにはどういった方策を考えているのかな

ど、そういった運営の仕方について教えてください。

生活衛生課長

施設利用の仕方については、動物管理センターを

外から入ってくる動物を最初に収容して感染症等の

有無、適正の有無等を審査する一時収容施設とし、

譲渡に適していると判断した場合、動物愛護センタ

ーに移すという運営方法にしたいと思っています。

動物愛護センターの収容頭数は、犬は２０頭、猫

は５０頭です。また、動物管理センターも改修して、

犬２０頭、猫５０頭を収容できるようになり、合計

で犬４０頭と猫１００頭を収容できるようになって

おります。犬の収容頭数は昨年度一年間で七、八十

頭でしたが、全部で４０頭収容できますので、一年

でならせば十分対応できるのではないかと思ってお

ります。ただし猫については、年度によって違いま

すが、四、五百頭は収容されますので、これから対

応方法を検討していかなければならないと思ってお

ります。

昨年度はおかげ様で１０６頭の譲渡を行っており

ますが、今後も譲渡件数を増やしていきたいと思い

ます。また、適正飼養の考え方を普及し、飼い主に

しっかりと終生飼養していただくことによって、入

ってくる動物を少なくしていきたいと思います。こ

れらを適正に進めていくことにより、殺処分ゼロを

目指したいと思っております。

吉方清彦委員（分科員）

猫に関してはすごい数が入ってくるのだなと思い

ましたが、犬についても、動物愛護センターの情報

が知れ渡ったときに、「あそこに連れて行けば預か

ってくれるよ。」などと誤解されると困るのではな

いかと思います。そういったことへの対策はありま

すか。

生活衛生課長

平成２５年に動物愛護法が改正され、以前は保健

所に連れてこられた動物については、必ず収容しな

ければならないとされていた条文が、保健所に連れ

てこられた動物でも、一定の条件を満たした場合は

収容を拒否できるというような条文に変わりました。

保健所に連れてくる前に、譲渡を検討したか、動物

が病気だから引き取ってもらいたいという場合でも、

病気だときちんと診断してもらった上で、自分では

どうしようもないと判断したか、そういった検討や

判断をしっかりした上で、どうしても飼えない場合

は行政が引き取る仕組みになっておりますので、最

近は犬の収容件数も劇的に減ってきています。この

ように、入り口も締めていきたいと思っております。

沼谷純委員（分科員）

第三セクターの平成３０年度経営評価の中の、分

析化学センター（株式会社秋田県分析化学センタ

ー）のことについて、一番詳しいと思われる杉山次

長に伺いたいと思います。１３期連続の黒字で経営

基盤は安定しており、今後は県保有株式の追加処分

を進めるという方針が示されていますが、委員会共

通資料２５ページにある実際の評価の中身を見ると、

現株主への株の買い増しの働きかけや、新たな株主

の開拓といった記載があります。県の出資を単純に

引き揚げるのは無理でしょうから、株主に買い増し

してもらったり、新しく株を買ってもらったりして、

その分徐々に県の出資を引き揚げていくのだと思い

ますが、その辺の見通しというかスケジュール感は

どうなっているのですか。

生活環境部次長（杉山）

御指名ですのでお答えします。第三セクターの経

営の健全化等に関する行動計画（第３次）のスパン

が平成３０年から平成３３年までとされていますの
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で、そのスパン内での方針について申し上げます。

まず、基本的に持ち株比率を下げていくという前

提があります。今の株主は、県、民間の調査会社２

社、それから従業員持ち株会社という構成になって

おります。現に株を持っている２社に対しては、こ

れまでも譲渡の働きかけを行ってきましたし、これ

からも行っていきたいと思っています。ただ、当然

相手方の営業方針もありますので、時間をかけて検

討していくことになると思っています。将来的には

持ち株比率を２５％以下にすることが最終的な目標

ですが、いかんせん株式市場に上場されている株で

はなく流動性に極めて制約がありますので、当座は

平成３３年までを目標に、持ち株比率を順次下げて

いけるよう、相手方との交渉を進めていきたいと考

えております。

それから、法人の公共的役割について、確かに公

共的色彩は薄くなってきていますが、例えば県にお

ける環境アセスメントなどの事業も受注しておりま

すので、そういったことを総合的に勘案しながら対

応していきたいと思っています。

沼谷純委員（分科員）

既に出資している２社を中心に働きかけるという

話がありましたが、一方で新しい別の株主の開拓も

行っているのですか。

生活環境部次長（杉山）

決して新たな会社を拒むものではありませんが、

現時点ではこの２社、それから従業員持ち株会社を

中心に働きかけようと考えております。

沼谷純委員（分科員）

分析化学センターの事業内容の中に、先ほど加藤

委員から質疑があった洋上風力発電事業の環境アセ

スメント関連業務とあるのですが、具体的にどのよ

うな業務を行っているのですか。

生活環境部次長（杉山）

詳細はこの後環境管理課長に補足してもらいます

が、環境アセスメント全体の評価に関する業務は別

の会社が受注しており、いろいろなデータ採取など、

業務の一部を請け負っているのが実態です。

環境管理課長

ただいま説明がありましたように、洋上風力発電

事業であれば、例えば海の水質調査など、環境アセ

スメントの中の調査を下請的に行っているというこ

とです。

沼谷純委員（分科員）

生活衛生課長に、非常にシンプルな質問です。今

はまだ動物愛護センター（仮称）とされていますが、

マスコットキャラクターとその名称や、「ワンニャ

ピアあきた」という施設の愛称はもう決まっていま

すよね。動物愛護センターという名称はいつまで仮

称なのですか。

生活衛生課長

動物愛護センターの（仮称）は、今後の議会に提

案される秋田県行政機関設置条例の改正案が可決さ

れた後に正式に外れると思いますので、それまでの

間は（仮称）をつけることになります。「はちす

け」と「あきにゃん」については、昨年度公募して

決まったもので、既に応募者の表彰と併せて公表し

ておりますので、公に使用しております。

沼谷純委員（分科員）

来年の４月１日に開設予定ですから、その条例の

中に盛り込むのは来年の２月議会のタイミングにな

るということですか。

生活衛生課長

そのとおりです。

沼谷純委員（分科員）

風力発電について、午前中の産業観光委員会でも

委員の方から幾つかの御意見 観点は福祉環境委

員会とは違うかもしれませんが が出たようでし

て、私も気になったことがあるので伺います。

午前中の説明についての確認ですが、風力発電事

業については、陸上でも洋上でも、ある一定の規模

以上になれば環境アセスメントは実施しなければな

らないことになっていて、市の意向を聞いて県が意

見を出せるといった手続は変わらないのですか。

環境管理課長

風力発電事業については、環境アセスメントの根

拠法である環境影響評価法で、出力が１万キロワッ

ト以上の場合は必ず環境アセスメントを実施し、

７,５００キロワット以上１万キロワット未満の場

合は、実施するかしないか個別に判断することとさ

れております。

沼谷純委員（分科員）

陸上 地上の場合は、土地の所有者などのいろ

いろな関係者がいると思いますし、洋上の場合は、

国の土地を県が代わって管理しているような形にな

ると思いますが、土地の所有権 所有者には余り

縛られず、環境アセスメントの手続は同じだと理解

していいのですか。

環境管理課長

環境影響評価においては、土地の所有等ではなく、

飽くまでも環境への影響を調査します。

沼谷純委員（分科員）

そうすると、陸でも海でも環境アセスメントに関

する手続は同じだということですね。

産業観光委員会でも議論されていたようですが、

今由利本荘市で、サーフィンなどをしていらっしゃ

る若い方々を中心に洋上風力発電事業に対する反対

の声が上がっていて、署名活動を行ったり、ソーシ

ャルメディアなどでそういった情報を拡散したりと

いった動きが出ています。先ほどの陳情等について
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の審査の際は、県には事業者への指導の権限はない

のに、市から指導してほしいという陳情が出ている、

県が意見を出すとすれば、「地元によく説明してく

ださい。」といった意見を出す可能性はあるとの話

でした。そうすると、反対というか、事業に対する

懸念を持っていらっしゃる方々は、どこにどのよう

に もちろん環境アセスメントに際して直接意見

を述べることもできるのでしょうが まずは市に

対して自分たちの声を届ければいいということにな

るのですか。

環境管理課長

環境アセスメントの手続では、事業者が調査方法

や調査結果などに関するいろいろな図書を作成し、

それに対する意見は事業者に対して出され、事業者

はその意見に対する答えをＱアンドＡのような形で

公表していくことになります。また、それによって

図書を修正したりすることになります。それ以外の

部分については一般論となりますので、環境部局と

しては、「いろいろな方法があるのではないか。」

としかお答えできないと思います。

沼谷純委員（分科員）

仮に、反対している方々が地元の由利本荘市に

「やめてくれ。」と言ったときに 最終的に由利

本荘市がどういう判断をするかは分かりませんが

そういう声を受けて由利本荘市からも「やはり問

題だな。難しいな。」という意思表示がなされてし

まった場合、先ほどの手続の話では、県は地元の市

町村の意向を聞くとのことでしたから、県もそのよ

うな意見を出すことになるのですか。

生活環境部長

由利本荘市の意見をそっくりそのまま踏まえた意

見を出すことはありませんが、地元自治体の意見で

すから、一つの重要な要素にはなると思います。た

だ、風力発電に限れば、県内に誘致するという、県

全体としての大きなスタンスもありますから、そう

いったことも踏まえて意見の検討を行うことになる

と思います。先ほど加藤委員から、地元自治体が陳

情とは逆に推進するような動きをしているという御

指摘がありましたが 風力発電を所管している産

業労働部で、地元との共生を図る仕組み作りのため

の地元関係者との協議を行いますので、そういった

中で、どういう形で地元の理解が進んでいくかを見

守りながら、意見を出すことになると思います。

沼谷純委員（分科員）

環境アセスメントに際して県が意見を出すに当た

って、風力発電に関しての産業労働部と生活環境部

のすみ分けというか、どちらがどこまで何をやるの

かという線引きはどうなっているのですか。

生活環境部長

厳密な線引きはありませんが、秋田県新エネルギ

ービジョンに示されているように、県としては、成

長産業として新エネルギー、特に風力発電産業の誘

致を促進していこうという思想がありますので、そ

れを大前提として 一方で我々環境部局としては、

環境と調和していくことも当然大切だと考えますし、

知事も一般質問等で、環境に対しては万全な配慮を

していくと答弁しています。環境アセスメントを通

じて、当方から事業者に対し、必要に応じて、どの

ようにすれば環境に優しい事業になるかのアドバイ

ス 指導ではなくて などもしています。そう

したことを通じて環境に配慮した事業になるように

しながら、最終的には産業労働部と調整して、県と

しての意見を出すことになります。当方が単独で環

境への配慮を求めるだけの意見を出すわけでもあり

ませんし、産業労働部が単独で産業振興に係る意見

を出すわけでもありません。地元とバランスをとり

ながら、個々の事業を判断していくことになります。

能代市沖の洋上風力発電事業と、秋田市沖や由利本

荘市沖の事業とでは、もしかすると若干違ったニュ

アンスの意見になるかもしれませんが、それは個別

に判断しながら検討していくことになります。

沼谷純委員（分科員）

国では、経済産業省が事業の許認可権を持ってい

て、環境省がそれに対して 特に石炭火力発電事

業については厳しい意見が示される場合があるとい

う話がありましたが、同じ構図で県の場合を考える

と、片や産業労働部はアクセルを踏みたいセクショ

ンだと思いますし、片や生活環境部は環境保全の部

分がしっかりと担保されるのかという観点で見てい

くことになるので、そこには立場の違いがあると思

います。今ブレーキを踏んでいる地元の方々に関し

ては、経済効果があるといった、いわゆる産業労働

部的な説明だけではなかなか納得してくれなくて、

自分たちが求める景観、環境、潮の流れなどへの影

響 そういったものをしっかり守れるのかという

ところを聞きたがっている 確認したがっている

感じがします。片やアクセルを踏む部分と、片や環

境への配慮という部分について、由利本荘市ではど

のように地元の方々と対話しているか分かりません

が、その点について県からも由利本荘市にしっかり

と話をして 県に権限がないことを陳情されても

困るので 是非地元の市町村としっかりと腹合わ

せをして、経済効果や産業振興といった話だけでは

なく、環境への配慮についてもしっかりと説明をし

て、御理解いただけるよう最大限取り組んでいただ

きたいと思いますが、いかがですか。

生活環境部長

秋田県はすばらしい自然環境に恵まれております

ので、風力発電事業についても地域住民の方々との

共生といいますか、お互いに理解し合って、うまい
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形で事業を進めていけるようにする必要があります。

そのためには地元の市町村の理解といいますか、働

きかけが重要ですから、当然連携を密にしていきた

いと思います。いたずらに対立をあおるような風力

発電事業にするのではなく、地元に受け入れられる

ようなものになるよう、地元の市町村と連携をとり、

当然庁内の連携もとりながら進めたい 当方とし

てそういった一連の手続を行っていきたいと思って

います。

加藤鉱一委員（分科員）

能代の港湾や沖合では、今、洋上風力発電事業が

計画されていて、能代市長を中心にして推進協議会

を作って、能代の会社が人材育成も含めて一生懸命

取り組んでいるという話は聞いていると思います。

潜在的な秋田の資源を、雇用や経済の活性化に結び

つける施策は産業労働部の所管する分野ですが、環

境に関する分野を所管する皆さんも、同じ県の職員

です。風況は全国どこでも同じというわけではなく

て、秋田県の風況はやはり非常に恵まれた資源なの

です。それを産業振興や雇用に結びつけていくこと

はいいことであると私は認識しています。

そこで問題は 能代では余り話題になっていな

いようですが 低周波音です。先ほど確認したの

ですが、環境省では低周波音、あるいは超低周波音

の人体への影響の有無について これはマスコミ

の独り歩きなのかどうか この辺りは、皆さんが

きちんと言うべきといいますか、皆さんが環境影響

評価において出す意見の中で、触れなければいけな

い部分ではないかと思います。あるいは、皆さんが

判断できないとしても、所管する環境省の立場とい

うものがあると思います。風力発電事業は、国が進

めている再生可能エネルギー開発の中の大きなプロ

ジェクトですよね。原発は駄目だ、火力発電は二酸

化炭素を排出する、でも、電気は必要だというとき

に、風力発電に反対だという声があるとしても、ど

こかで妥協することを考えなければならないと思う

のです。その辺り、皆さんの立場は微妙なのですが、

生活環境部が環境影響評価において県としての考え

方を示す機関ですから、皆さんの意見は、非常に重

いと思うのです。

先ほど産業労働部で協議を行うと言ったのは、恐

らく由利本荘市に関することだと思うのですが、そ

こではどう説明するのですか。被害がないとは言い

切れないし、一方では、全然影響はないとも言われ

ていますが、そこをどう説明していくのですか。

生活環境部長

低周波音については、科学的知見 科学的デー

タに基づいたしっかりとした説明が必要だと思って

います。環境省は、低周波音は特に敏感な人には聞

こえるし、敏感でない人には聞こえないものだとし

ています。一般的に、音 騒音には様々な規制が

かかっていますが、騒音に係る数値には、法令に違

反基準が定められているものや、環境省が目安とし

て定めているものなどいろいろなものがありますの

で、そういった数値の性質について、機会があれば

地元の方に説明したいと思います。あわせて事業者

に対しても、そういうことを地元説明会できちんと

説明するようアドバイスしたいと思います。こうい

ったことは、思い込みなどによるのではなく、ある

程度きちんとした科学的データに基づいて説明すべ

きだと思いますので、そういった説明をするように

伝えますし、我々も必要に応じてアドバイスし、地

元の理解を得られるよう進めたいと思います。地元

の方々の不安を払拭する上では、法令に触れなけれ

ばいいというものではないので、法令が求める以上

のことをするくらいの気持ちで 敏感な人にも影

響がないくらいの事業内容にしてほしいと伝えてい

きたいと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

今、由利本荘市沖の日本海に、１００万キロワッ

ト規模の洋上風力発電機を設置する計画があります

が、景観は変わりますよね。海に、３００メートル

だか、４００メートル、３００メートル、４００メ

ートル……

【「２００」と呼ぶ者あり】

加藤鉱一委員（分科員）

２００メートルもの高さがある風車ができたら景

観は変わりますよね。景観も変わりますが、この前

新聞では、サーファーの方々が、波が来なくなるか

ら風車を建てては駄目だと主張していることが大き

く取り上げられていました。ある方にそのことを話

したら、「いや、波が来なくなるなどということは

ないだろう。」と話していましたが 私にも分か

りません。波については分かりませんが、見た目が

変わることと、それに対する反発については、どう

しようもありません。ただ、景観が変わる一方で、

雇用などいろいろなものが生まれるというメリット

の部分もあるので、きちんと両方の面を伝えないと、

１つだけの何か 報道ではいつもいい部分が伝え

られていないような気がするのです。

私は別に推進派でも 新エネルギーについては

どちらかといえば積極的に活用すべきだという考え

方ですが、その辺りについては、先ほど沼谷委員も

言っていたように、産業労働部とよく話し合って、

きちんと県としての指導 恐らく由利本荘市があ

あいった陳情書を出してきたのは、市として何とも

できないから県に頼っているのではないかと思いま

す。市議会にも何か出されているというから い

かがですか。

生活環境部長
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県庁職員のほうが専門的知識を持っていて、いろ

いろな事例を知っております。アドバイスできる体

制は整っていますので、由利本荘市にアドバイスを

していきたいと思います。また、先ほどおっしゃっ

たサーファーの話ですが、私の聞いたところによる

と、本来と違う想像図によって話が伝わったといい

ますか、何か沖合に防波堤 帯みたいなものを張

って、そこに風車が建つような想像図であったよう

で、そういった建設の仕方であれば当然波は遮られ

ます。沖合に１本建てて、何百メートルか間隔を置

いてまた１本建てていくといった方法であれば、そ

れほど影響はないと思うのですが、そういう正確な

情報が伝わっていない中で、いろいろな話が出てき

ているようです。事業者に対し、風車を建てること

で生じる変化については、必要があればきちんと環

境アセスメントを行うよう話していきます。先ほど

も言いましたが、科学的な根拠に基づいた正確な情

報で いろいろな論文を書いている人がいますが、

ある程度根拠づけられた数字に基づいてきちんと説

明するよう求めていきたいと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

能代市では市長が先頭に立って、協議会をつくっ

て一生懸命やっていますが、そこでは低周波音の話

などは余り出てきていません。由利本荘市の計画を

聞いたら、風車の設置箇所は沖合１.５キロ ２

キロだとか言いましたよね。かなり奥 それでも

２００メートルの高さのものが建てば、そう遠く感

じないかもしれませんが、では、沖合２キロの位置

に設置しても低周波音が問題になるのか、能代市の

港湾等の計画ではなぜ低周波音が問題にならないの

かといったことは、誰も言わないし、新聞記事にも

全然出てきません。同じ県の中でやろうとしている

ことなのですから、そういう点で整合性があっても

いいのではないかと思います。片方は推進協議会の

下でうまくいっていて、市民のためにも進めようと

いう感じになっているのに、もう片方は何となく…

…。同じ秋田県内の海の上なのに、何でそんなに違

うのでしょうか。

生活環境部長

私もそのことを懸念していまして、産業労働部と

意見交換をしているのですが ８月３０日に産業

労働部が風力発電に係る地域共生事業検討会議を開

催し、関係する自治体の方々に集まっていただいて、

「うちではこうやっていますよ。」といったことの

情報交換 例えばにかほ市では、既に市のガイド

ラインを策定していますので、そういったことにつ

いて情報交換を行っております。その際に由利本荘

市も加わっていただければよかったと思うのですが、

その会議には欠席されていたので……

【「えっ」と呼ぶ者あり】

生活環境部長

案内はしていますし、にかほ市は出ていますし、

欠席の理由は分からないのですが いずれにして

も、そのような形で地元ときちんと情報交換したい

と思います。

加藤鉱一委員（分科員）

こういう陳情書を出してきて会議に欠席するのは

駄目です。由利本荘市を批判するわけではありませ

んが、それはやっぱり駄目です。

生活環境部長

どのような形で会議を招集したのか存じませんし、

欠席の経緯も分かりませんので、御勘弁いただきた

いと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

私が言うことではないですが、同じ県内なのだか

ら、うまくやってください。

生活環境部長

県としては、このような形で地元と共生しながら

風力発電事業を進めるスタンスで取り組んでいます

し、私どもも関係行政を担いながら、それを実現す

るために連携していきますので、よろしくお願いい

たします。

吉方清彦委員（分科員）

能代でも風力発電を産業として大きく推進してい

るのですが、秋田魁新報には余り載らないものの、

地元の新聞が報じるところでは、結構漁師の方々

特に八峰町の漁師の方々が反対しております。今

後どのように魚をとっていくか、それをどのように

収入にしていくかなど、いろいろと議論しながら進

めています。

よく言われるように、ドイツのブレーマーハーフ

ェンの洋上風力発電事業では、沖合３０キロから

５０キロの遠浅のところに風車を作っているとのこ

とです。一方、秋田のように、沖合一、二キロ先に

大型の風車を作るというのは、日本中のどこもやっ

たことがないので、低周波音についても予想ができ

ないとのことです。私も環境アセスメントの報告会

に出席したのですが、例えば１キロ先でどれぐらい

音が聞こえるかといった評価はクリアしたとしても、

コンクリートの建物が低周波音に共鳴した場合はど

うなるのかと聞いたら、そのようなことは今まで考

えたことがないという答えでした。共鳴して余計音

が大きくなるなどといった想定外の事態が発生し得

ると思いますが、そういった影響が出たときに、県

は風車を止めるよう求めるなど、しっかりとストッ

プをかけられるのでしょうか。そのような部分につ

いて、一般質問でも質問しましたが、生活環境部と

しても考えていただきたいと思うのです。いかがで

すか。

生活環境部長
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先ほども言ったとおり、県というか、生活環境部

には止める権限はありませんが、環境アセスメント

を通じて住民の方々からそういった不安が示された

場合は、しっかりとした科学的データに基づいて、

影響があるかないかも含め、きっちりと説明すべき

だろうというアドバイスはしたいと思います。最終

的にどの程度の説明をするかは事業者の判断でしょ

うし、それを受けて県も、説明をしたか、しないか

という事実を踏まえた意見を出すことになると思い

ます。今までに行ったことがない事業であり、当然

いろいろな疑問が生じると思いますので、それに事

業者として真摯に対応してくださるよう、アドバイ

スを通じて求めていきたいと思っています。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で生活環境部関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

本日はこれをもって散会し、１０月４日、木曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、討論・採決

を行います。

散会します。

午後２時１８分 散会



- 29 -

平成３０年１０月４日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１７４号

秋田県社会福祉会館条例の一部を改正する条例

案 （討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第１７５号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例案 （討論・採決）

（原案を可とすべきもの）

３ 議案第１７６号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第１７７号

秋田県介護医療院の施設に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案 （討論・採決）

（原案を可とすべきもの）

５ 議案第１７８号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

６ 議案第１８２号

財産の出資について （討論・採決）

（原案を可とすべきもの）

７ 議案第１８３号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の定款の変

更について （討論・採決）

（原案を可とすべきもの）

８ 請願第５０号

乳がん診断の項目を健康診断に付加することを

求める請願について

（討論・採決）（採択すべきもの）

９ 意見書案（議員提出）

水道事業の基盤強化に対する支援の充実・強化

を求める意見書案 （意見一致）（提出決定）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 三 浦 茂 人

副委員長 今 川 雄 策

委 員 鈴 木 洋 一

委 員 鶴 田 有 司

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 吉 方 清 彦

委 員 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 斉 藤 昂 太

議会事務局政務調査課 阿 部 秀 樹

健康福祉部福祉政策課 武 藤 泉

生活環境部県民生活課 山 中 公 伸

会 議 の 概 要

午後１時３４分 開議

出席委員

委 員 長 三 浦 茂 人

副委員長 今 川 雄 策

委 員 鈴 木 洋 一

委 員 鶴 田 有 司

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 吉 方 清 彦

委 員 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 保 坂 学

健康福祉部健康医療技監 諸 冨 伸 夫

健康福祉部次長 須 田 広 悦

健康福祉部次長 佐々木 薫

健康福祉部参事 伊 藤 善 信

健康福祉部参事（兼）福祉政策課長

小 柳 公 成

生活環境部長 高 橋 修

生活環境部次長 杉 山 徹

生活環境部次長 柳 田 高 人

生活環境部参事 佐 藤 利 広

生活環境部参事（兼）県民生活課長

高 橋 博 英

生活環境部参事（兼）自然保護課長

高 松 武 彦

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

各委員から発言の申し出がありませんので、付託

議案に関する質疑は終局したものと認めます。

それでは、付託議案について、討論・採決を行い

ます。

議案第１７４号、議案第１７５号、議案第１７６

号、議案第１７７号、議案第１７８号、議案第

１８２号及び議案第１８３号を一括議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。
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議案第１７４号ほか６件は、原案のとおり可決す

べきものと決定して、御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、議案第１７４号ほか６件は、原案のとお

り可決すべきものと決定されました。

次に、請願の取り扱いについて決定します。

請願第５０号「乳がん診断の項目を健康診断に付

加することを求める請願について」を議題とします。

本請願の取扱いは、どのようにいたしますか。

【「採択」と呼ぶ者あり】

委員長

請願第５０号は、採択すべきものと決定して御異

議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、請願第５０号は、採択すべきものと決定

されました。

この際、お諮りします。

ただいま採択した請願第５０号につきましては、

執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を

請求したいと思いますが、御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認め、送付することに決定しま

した。

次に、先に検討を依頼しておりました石川ひとみ

議員提出の意見書案についてお諮りします。

「水道事業の基盤強化に対する支援の充実・強化

を求める意見書」案について、御意見のある方はい

らっしゃいますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

お諮りします。

本意見書案を、原案のとおり、福祉環境委員会提

出の意見書案とすることとして、御異議ありません

か。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

御異議ないものと認めます。

本意見書案は、原案のとおり、福祉環境委員会提

出の意見書案とすることと、決定されました。

なお、本意見書案の提出手続き等については、委

員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、本意見書案の提出手続き等については、

委員長一任とすることに決定されました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案

件の審査は、すべて終了しました。

本日の委員会を終了します。

散会します。

午後１時３７分 散会


